
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権

時

本

義

昭

V
キ
ー
ワ
ー
ド

始
原
的
憲
法
制
定
権
力
、

制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
、

憲
法
改
正
権
、
制
度
理
論
、

権
力
の
制
度
化

V
要

旨

制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
い
う
概
念
は
、
芦
部
信
喜
が
ピ
ユ
ル
ド
!
に
依
拠
し
て
わ
が
国
の
憲
法
学
界
に
導
入
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
、
通
説
的
な
国
民
主

権
論
の
重
要
な
構
成
要
素
を
成
し
て
い
る
。
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
は
、
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
が
憲
法
制
定
を
と
お
し
て
憲
法
改
正
権
へ
と
転
化
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
は
「
人
間
人
格
不
可
侵
の
原
理
」
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
"
憲
法
改
正

権
も
制
約
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
憲
法
改
正
権
は
憲
法
制
定
権
力
と
同
質
性
を
有
す
る
が
、
こ
の
同
質
性
か
ら
憲
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
他
の
権
力
と
は
異
質
な
も
の

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
芦
部
の
い
う
「
制
度
化
」
は
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
を
憲
法
典
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
ピ
ユ
ル
ド
l
の
い
う
「
制
度
化
」

は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ピ
ュ
ル
ド
l
は
法
実
証
主
義
者
と
し
て
出
発
し
た
後
自
然
法
論
者
へ
と
転
向
し
、
転
向
後
の
彼
の
法
的
国
家
論
は
制
度
理
論
に

立
脚
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
集
団
に
は
権
力
が
発
生
す
る
が
、
権
力
は
、
そ
れ
を
行
使
す
る
個
人
ま
た
は
そ
の
一
団
か
ら
分
離
さ
れ
て
国
家
と
い
う
抽
象
的

制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権

(
時
本
)
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な
存
在
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
と
き
、
制
度
化
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
制
度
化
さ
れ
た
権
力
と
は
国
家
で
あ
り
、
国
家
創
設
の
過
程
で
、
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
は
、
国

家
に
お
け
る
権
限
の
一
つ
と
し
て
、
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
日
憲
法
改
正
権
へ
と
転
化
す
る
。
芦
部
の
憲
法
制
定
権
力
論
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
理
論
と
そ
の
前

提
で
あ
る
ラ
テ
ン
的
な
自
然
法
論
と
を
切
り
落
と
し
た
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

現
在
の
欧
米
の
憲
法
学
界
に
は
、
憲
法
制
定
権
力
の
存
在
を
、
あ
る
い
は
憲
法
制
定
権
力
論
の
有
用
性
を
否
定
す
る
流
れ
が
あ
り
、
わ
が
国
の
憲
法
学
界
に
も
こ
の
よ

う
な
流
れ
に
捧
さ
す
論
者
が
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
の
出
発
点
は
、
わ
が
国
の
憲
法
学
界
で
流
通
し
て
い
る
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
い
う
表
現
は
形
容

矛
盾
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
非
法
学
的
で
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
。
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
い
う
概
念
は
、
芦
部
信
喜
が
ピ
ユ
ル
ド
l
に
依
拠
し

て
わ
が
国
の
憲
法
学
界
に
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
節

芦
部
信
喜
の
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力

憲
法
制
定
権
力
論
は
「
芦
部
憲
法
学
の
骨
格
を
形
成
し
た
と
"
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
わ
れ
る
。
よ
り
限
定
的
に
い
え
ば
、
芦
部
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
憲
法
制

定
権
力
論
は
国
民
主
権
論
と
憲
法
改
正
限
界
説
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
核
を
担
っ
て
お
り
、
憲
法
制
定
権
力
論
と
憲
法
改
正
限
界
説
は
手
段
と
目
的
の
関
係
に
あ
る
。

ま
ず
、
国
民
主
権
論
に
つ
い
て
で
あ
る
。
芦
部
信
喜
は
憲
法
制
定
権
力
を
「
政
治
と
法
の
交
叉
点
に
に
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
「
そ
の
法
的
探
求
」
は
可
能
で
あ
る
と
す

る
。
憲
法
制
定
権
力
が
法
的
考
察
の
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
法
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
法
的
な
要
素
と
は
「
人
間
人
格

不
可
侵
の
原
理
」
で
あ
る
。
「
こ
の
根
本
規
範
は
:
:
:
実
定
化
さ
れ
た
超
実
定
的
憲
法
原
則
、
直
接
的
通
用
力
を
も
っ
真
の
超
実
定
法
で
あ
り
、
:
:
:
制
憲
権
の
活
動
を
拘

束
す
る
内
在
的
な
制
約
原
理
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
こ
の
「
原
理
」
あ
る
い
は
「
根
本
規
範
」
が
憲
法
制
定
権
力
の
「
内
在
的
な
制
約
原
理
」
で
あ
り
、
「
外

か
ら
加
え
ら
れ
る
制
約
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
制
定
権
力
の
本
質
か
ら
、
芦
部
は
そ
の
担
い
手
を
国
民
と
す
る
が
、
憲
法
制
定

権
力
の
本
質
と
そ
の
担
い
手
と
の
関
係
は
こ
れ
と
は
逆
で
は
な
い
の
か
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
制
定
権
力
の
担
い
手
が
国
民
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
行
使
は
個
々
の
国
民
の



「
個
人
権
」
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
憲
法
制
定
権
力
と
国
民
と
い
う
そ
の
担
い
手
と
の
関
係
の
中
に
そ
の
「
制
約
原
理
」
が
存
在
す
る
の

で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
そ
の
「
制
約
原
理
」
は
「
内
在
的
な
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
民
が
憲
法
制
定
権
力
を
行
使
し
て
「
近
代
立
憲
主
義
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
と
き
、

[
憲
法
制
定
権
力
は
]
み
ず
か
ら
を
憲
法
典
の
中
に
組
織
化
し
、
:
:
:
国
家
権
力
の
正
当
性
の
究
極
の
根
拠
が
国
民
に
存
す
る
と
い
う
建
前
な
い
し
理
念
と
し
て
の
性
格
を

も
っ
国
民
主
権
の
原
理
[
と
、
]
法
的
拘
束
力
に
服
し
つ
つ
憲
法
(
国
の
統
治
の
あ
り
方
)
を
改
め
る
改
正
権
[
と
]
に
転
化
し
た
の
で
あ
る
」
。
こ
の
場
合
、
憲
法
制
定

権
力
は
、
「
権
力
の
正
当
性
の
根
拠
が
国
民
に
存
す
る
と
い
う
契
機
と
、
圏
内
に
お
け
る
最
高
権
力
の
究
極
的
な
行
使
者
は
選
挙
人
団
で
あ
る
と
い
う
契
機
を
も
っ
国
民
主

権
説
の
、
い
わ
ば
権
力
的
要
素
に
力
点
が
お
か
れ
た
概
念
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
で
は
、
憲
法
制
定
権
力
H
主
権
で
は
な
く
、
憲
法
制
定
権
力
〈
主
権
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
憲
法
制
定
権
力
の
中
に
は
正
当
性
的
契
機
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
こ
こ
で
い
う
主
権
と
は
「
国
民
主
権
に
言
う
主
権
に
で
あ
り
、
国

民
が
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
点
で
憲
法
制
定
権
力
と
主
権
は
一
致
す
る
。
第
二
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
憲
法
制
定
権
力
と
国
民
と
い
う
そ
の
担
い
手
と
は
一
体
不

可
分
で
あ
る
。
こ
の
二
点
か
ら
、
共
通
項
で
あ
る
国
民
と
い
う
担
い
手
を
除
い
た
憲
法
制
定
権
力
と
主
権
を
イ
コ
ー
ル
で
結
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
「
人
間
人
格
不
可
侵

の
原
理
」
H
「
根
本
規
範
」
日
「
内
在
的
な
制
約
原
理
」
H
「
個
人
権
」
(
註
(
日
)
参
照
)
の
実
定
憲
法
化
さ
れ
た
も
の
が
国
民
主
権
に
お
け
る
「
権
力
の
正
当
性
の
根
拠
が
国

民
に
存
す
る
と
い
う
契
機
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
憲
法
制
定
権
力
は
「
国
民
主
権
の
原
理
と
不
即
不
離
の
関
係
に
」
あ
る
の
で
あ
る
。
「
か
く
し
て
、
主
権
日

憲
法
制
定
権
力
に
お
け
る
正
当
性
的
契
機
と
権
力
的
契
機
が
実
定
憲
法
に
お
け
る
そ
れ
ら
へ
と
転
換
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
」
。

芦
部
信
喜
の
(
国
民
)
主
権
論
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
二
元
的
構
成
は
、
日
本
国
憲
法
の
立
脚
す
る
国
民
主
権
の
原
理
を
め
ぐ
る
宮
沢
・
尾
高
論
争
の
結
果
に
対
応
す

べ
く
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
争
に
お
い
て
は
、
「
前
者

[
H
尾
高
]
が
主
権
の
行
使
(
の
正
し
さ
)
を
問
題
に
し
た
の
に
対
し
て
、
後
者

[
H
宮
沢
]
が
主
権

の
帰
属
(
主
体
)
を
問
題
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
議
論
は
噛
み
合
わ
な
い
も
の
に
な
っ
た
」
が
、
後
者
が
勝
利
し
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
以
上
、
そ
の
後
の
(
国

民
)
主
権
論
は
主
権
の
帰
属
(
主
体
)
と
い
う
観
点
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
要
請
に
応
え
た
の
が
芦
部
の
権
力
的
契
機
で
あ
り
、
こ
こ
に

芦
部
の
国
民
主
権
論
が
通
説
化
す
る
要
因
の
一
つ
が
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
、
明
確
か
に
、
権
力
的
契
機
を
、
正
当
性
の
原
理
に
と
ど
ま
る
宮
沢
俊
義
の
国
民
主
権
制

に
導
入
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
宮
沢
↓
芦
部
↓
芦
部
説
の
通
説
化
と
い
う
流
れ
に
お
い
て
権
力
的
契
機
が
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
国
民
主
権
論
に
お
け
る
権
力
的
契
機
を
提
供
す
る
の
が
芦
部
の
憲
法
制
定
権
力
論
な
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
本
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ

う
に
憲
法
制
定
権
力
論
は
芦
部
の
国
民
主
権
論
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
憲
法
制
定
権
力
論
と
憲
法
改
正
限
界
説
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
芦
部
信
喜
に
よ
れ
ば
、
憲
法
制
定
権
力
は
「
最
初
の
制
憲
行
為
自
体
に
み
ず
か
ら
を
憲
法

制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権

(
時
本
)
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の
中
に
組
織
化
し
、
自
然
状
態
か
ら
法
的
形
式
に
準
拠
す
る
権
力
へ
と
転
化
し
て
ゆ
く
。
[
そ
の
結
果
、
]
憲
法
改
正
権
[
は
]
制
憲
権

l
l
始
源
的
制
憲
権

3
2
0町

{
忽
)

。

ogszg伴
内
》
旦
私
ロ
包
旬
。
ー
ー
に
対
し
、
制
度
化
さ
れ
た
制
憲
権
旬

050宵
8
5吾
ロ

gtH百
円
吉
芯
と
し
て
観
念
さ
れ
る
」
。
こ
こ
で
は
、
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
と
制
度

化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
H
憲
法
改
正
権
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
を
区
別
す
る
目
的
は
、
芦
部
に
お
い
て
は
、
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
"
憲
法
改
正
権

の
行
使
を
制
限
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
憲
法
改
正
に
限
界
を
設
け
る
こ
と
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
彼
に
お
い
て
は
憲

法
制
定
権
力
そ
れ
自
体
の
行
使
が
内
在
的
に
制
約
さ
れ
い
る
以
上
、
憲
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
権
力

6
2
S
5
8
5
g忌
ω)

の
一
つ
で
あ
る
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制

龍
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紀
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四

定
権
力
"
憲
法
改
正
権
は
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
権
力
と
の
区
別
に
よ
っ
て
す
で
に
そ
の
行
使
が
制
限
さ
れ
、
そ
の
行
使
の
制
限
と
い
う
点
で
は
、

憲
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
権
力
の
内
部
で
さ
ら
に
区
別
す
る
こ
と
に
特
別
な
意
味
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権
と
の
峻
別
は
、
こ
の
型
の
限

(
お
)

界
論
に
と
っ
て
は
殆
ど
意
味
を
も
た
ぬ
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
確
か
に
、
ヴ
ア
イ
マ
ル
期
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
カ
l
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
憲
法
制
定
権
力

(ggagaocozEい
う
概
念
を
復
活
さ
せ
明
そ
れ
と
憲
法
改
正
権
を
区
別
し
た
目
的
は
憲
法
改
正
に
限
界
を
設
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

こ
に
は
特
殊
ド
イ
ツ
的
、
と
い
う
よ
り
も
特
殊
ヴ
ア
イ
マ
ル
期
的
な
事
情
が
存
在
し
た
。
第
二
帝
政
期
か
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
か
け
て
の
主
流
の
考
え
方
に
お
い
て
は
、

(
お
}

法
的
性
質
と
い
う
点
で
憲
法
と
法
律
は
区
別
さ
れ
ず
、
と
も
に
国
家
の
意
思
に
よ
っ
て
制
定
・
改
正
さ
れ
る
の
で
、
憲
法
制
定
権
力
と
い
う
概
念
は
そ
も
そ
も
不
要
で
あ

(
お
)

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
『
ド
イ
ツ
』
的
な
(
伊
合
‘
色
。

B
g
e》
)
国
家
実
証
主
義
」
を
代
表
す
る
の
が
ラ
l
パ
ン
ト
で
あ
り
、
ラ
!
パ
ン
ト
は
、
「
憲
法
は
国
家
を
超
越
し

(
幻
)

た
神
秘
的
な
権
力
(
呂
志
吾
の
7
0
0
0宅
島
)
で
は
な
い
」
と
し
て
、
国
家
以
前
の
、
あ
る
い
は
国
家
を
超
越
し
た
憲
法
制
定
権
力
の
存
在
を
否
定
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
憲

法
に
反
す
る
法
律
が
憲
法
改
正
手
続
(
ド
イ
ツ
帝
国
憲
法
七
八
条
)
を
遵
守
し
て
制
定
さ
れ
る
限
り
そ
の
有
効
性
を
否
定
せ
ず
、
憲
法
と
そ
れ
に
反
す
る
法
律
が
同
時
に

(
お
}

存
在
す
る
状
態
を
一
般
法
と
特
別
法
の
関
係
に
よ
っ
て
説
明
し
た
。
こ
れ
が
彼
の
憲
法
変
遷
論
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
と
法
律
の
関
係
に
関
す
る
捉
え
方
は
ア
ン
シ

(
匁
)

ユ
ツ
ツ
に
よ
っ
て
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
継
受
さ
れ
た
。
当
然
、
憲
法
に
反
す
る
法
律
の
存
在
、
す
な
わ
ち
、
憲
法
改
正
規
定
(
ヴ
ア
イ
マ
ル
憲
法
七
六
条
)
に
依
拠
し
つ
つ

(
お
)

憲
法
の
改
正
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
な
い
「
実
質
的
憲
法
改
正
法
律
」
の
存
在
は
、
制
定
当
初
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
規
範
的
不
安

定
性
を
助
長
し
、
「
ヴ
ア
イ
マ
ル
共
和
国
を
悩
ま
せ
巴
。
と
り
わ
け
、
「
あ
る
特
定
の
ケ
l
ス
ま
た
は
あ
る
特
定
の
期
間
に
か
ぎ
っ
て
、
憲
法
典
の
規
範
内
容
に
反
す
る
取

(
お
)

り
扱
い
を
-
認
め
る
」
憲
法
破
棄
(
示
岡
崎

g
gお
包
日
。
5
3
0
7巨
伝
)
は
実
質
的
意
味
の
憲
法
の
流
動
化
を
招
い
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
中
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
憲
法
」

と
憲
法
法
律
を
区
別
し
、
こ
の
区
別
に
連
動
し
て
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権
を
区
別
す
る
こ
と
の
目
的
の
一
つ
は
、
憲
法
破
棄
や
憲
法
改
正
か
ら
「
憲
法
」
を
守
る

こ
と
と
い
う
よ
り
も
、
憲
法
改
正
の
限
界
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
「
憲
法
制
定
権
力
は
政
治
的
意
思
で
あ
り
、
こ
の
意
思
の
力
ま
た
は
権
威
に
よ
り
、
自
己
の
政
治
的
実
存
の
態
様
と
形
式
に
つ
い
て
の
具
体
的

-
(
引
訓
}

な
全
体
決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
」
。
そ
の
結
果
が
「
憲
法
」
で
あ
る
が
、
決
定
の
内
容
は
特
定
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
決
定
の
主
体
も
特
定
さ
れ
な
い
。
「
自
己
」
が

自
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
「
政
治
的
実
存
の
態
様
と
形
式
」
を
決
定
す
る
が
、
「
自
己
」
は
国
民
の
場
合
も
あ
れ
ば
君
主
の
場
合
も
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
以
外
の
場
合
も
あ

(
お
)

ぶ
「
そ
し
て
、
彼
に
と
っ
て
憲
法
改
正
の
限
界
は
憲
法
制
定
権
力
の
帰
属
主
体
の
変
更

(
H
憲
法
廃
棄
(
志
号
自
民
伝

ω
Z
E各
言
認
乙
で
あ
り
、
憲
法
改
正
を
も
っ
て

し
て
は
そ
の
よ
う
な
変
更
は
成
し
え
な
い
が
、
そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権
で
は
性
質
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
制
定
権
力

が
事
実
上
の
「
力
」
で
あ
り
、
そ
の
行
使
が
「
法
形
式
や
手
続
に
拘
束
さ
れ
」
な
い
の
に
対
し
て
、
憲
法
改
正
権
は
憲
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
権
力
の
一
つ
と
し
て
「
憲

法
に
基
づ
き
憲
法
法
律
の
規
律
に
従
い
、
ま
た
憲
法
法
律
上
の
権
限
の
枠
内
に
お
い
て
」
行
使
さ
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
憲
法
改
正
権
の
対
象
は
憲
法
法
律
で
あ

り
、
憲
法
制
定
権
力
の
行
使
の
結
果
で
あ
る
「
憲
法
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
改
正
手
続
に
よ
る
「
憲
法
」
そ
れ
自
体
の
改
正
と
い
う
こ

と
は
あ
り
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
憲
法
制
定
権
力
の
行
使
の
結
果
で
あ
る
「
憲
法
」
は
法
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
執
行
」
し
た
も
の
が
憲
法
法
律
で
あ
る
。
し
か
し
、
憲
法

改
正
権
は
「
憲
法
」
そ
れ
自
体
に
は
及
ば
な
い
の
で
あ
悦
「
い
わ
ば
憲
法
法
律
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
通
常
の
意
味
に
お
け
る
憲
法
改

正
の
限
界
、
と
い
う
よ
り
も
境
界
は
「
憲
法
」
と
憲
法
法
律
の
聞
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
境
界
を
超
え
た
憲
法
改
正
は
憲
法
制
定
権
力
の
行
使
で
あ
り
、
憲
法
制

定
権
力
が
事
実
上
の
「
力
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
改
正
さ
れ
た
「
憲
法
」
の
側
か
ら
み
れ
ば
法
的
現
象
で
は
な
い
。
彼
の
枠
組
み
は
こ
の
限
界
を
超
え
た

「
憲
法
」
の
改
正
に
対
し
て
は
法
的
に
無
力
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
芦
部
信
喜
の
憲
法
制
定
権
力
論
は
憲
法
制
定
権
力
を
「
人
間
人
格
不
可
侵
の
原
理
」
H
「
根
本
規
範
」

u
「
内
在
的
な
制
約
原
理
」
"
「
個
人
権
」
に
服
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
的
世
界
に
取
り
込
む
と
と
も
に
、
そ
の
行
使
を
制
限
す
る
。
そ
の
結
果
、
限
界
を
超
え
た
憲
法
改
正
は
「
人
間
人
格
不
可
侵
の
原
理
」
"
「
根
本
規

範」
H
「
内
在
的
な
制
約
原
理
」
H
「
個
人
権
」
と
の
関
係
で
法
的
に
無
効
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
芦
部
の
憲
法
制
定
権
力
論
は
濃
厚
な
価
値
論
に
支
え
ら
れ
て
お

り
、
彼
自
身
、
「
私
の
制
憲
権
論
お
よ
び
改
正
限
界
論
は
自
然
法
論
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
包
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
筆
者
は
彼
の
憲
法
制
定
権
力
論
を
自
然
法

論
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
に
関
心
は
な
い
。
こ
こ
で
問
題
に
す
べ
き
は
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権
の
関
係
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
両
者
の
区
別

は
憲
法
改
正
に
限
界
を
設
け
る
と
い
う
点
で
は
無
意
味
で
あ
る
。
で
は
、
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
に
ま
っ
た
く
意
味
が
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
第
一
に
、

憲
法
改
正
権
を
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
し
て
捉
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
逆
説
的
で
あ
る
が
、
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
両
者
の
同
質
性
を
際
立
た

せ
る
こ
と
に
な
る
。
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
で
あ
ろ
う
と
、
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
で
あ
ろ
う
と
、
と
も
に
憲
法
制
定
権
力
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
制
度
化

制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権

(
時
本
)

五
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さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
い
う
「
作
ら
れ
た
も
の
は
[
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
と
い
う
]
作
っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
関
係
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
一
出
。
し
か

も
、
「
国
民
に
属
す
る
潜
在
的
な
[
始
原
的
]
制
憲
権
:
:
:
は
非
常
な
場
合
に
の
み
発
動
さ
い
出
、
こ
の
発
動
は
「
手
続
規
定
に
は
何
ら
拘
束
さ
れ
な
い
が
、
:
:
:
根
本
規

範
に
合
致
す
る
か
ぎ
り
、
正
当
性
を
獲
得
し
法
規
範
と
し
て
妥
当
す
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
の
憲
法
制
定
権
力
論
に
お
け
る
権
力
的
契
機
は
強
力
で
あ
り
、
そ
の
主
体
が

国
民
で
あ
る
こ
と
か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
し
て
現
象
す
る
が
、
こ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
性
は
誰
が
圏
内
に
お
け
る
主
権
H
統
治
権
の
所
有
者
か
を
論
じ
る
杉
原
泰
雄
の
主
権

論
"
法
的
国
家
制
よ
り
徹
底
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
芦
部
の
権
力
的
契
機
は
国
家
と
い
う
法
的
枠
組
み
に
変
動
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
か
ら
で
あ
M
r

樋
口
陽
一
は
、
こ
の
可
能
性
"
危
険
性
を
い
ち
早
く
察
知
し
た
結
果
、
「
『
憲
法
制
定
権
」
は
何
ら
の
手
続
に
も
服
さ
ぬ
か
わ
り
、
ま
さ
し
く
そ
の
反
面
と
し
て
観
念
化
さ

れ
、
い
わ
ば
永
久
に
凍
結
さ
れ
包
と
し
て
、
正
当
性
の
原
理
に
と
ど
ま
る
宮
沢
俊
義
の
国
民
主
権
論
に
回
帰
し
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
第
二
に
、
こ
の
同
質
性

は
、
憲
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
権
力
の
内
部
で
は
、
憲
法
改
正
権
の
異
質
性
と
し
て
現
象
す
る
。
そ
の
結
果
、
「
改
正
手
続
規
範
は
、
制
憲
権
が
直
接
に
改
正
機
関
を
制

度
化
し
、
そ
の
権
限
な
ら
び
に
行
使
の
方
法
を
定
め
た
も
の
で
あ
包
の
で
、
憲
法
の
他
の
規
定
よ
り
高
い
段
階
に
位
置
し
、
改
正
手
続
の
重
要
な
部
分
の
改
正
は
認
め

(
臼
)

ら
れ
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
芦
部
の
憲
法
制
定
権
力
論
は
限
界
を
超
え
た
憲
法
改
正
を
法
的
に
処
理
す
る
と
と
も
に
、
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権
と
の
同
質
性
、

お
よ
び
憲
法
改
正
権
と
そ
れ
以
外
の
憲
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
権
力
と
の
異
質
性
を
際
立
た
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
本
節
の
冒
頭
で
述

べ
た
よ
う
に
憲
法
制
定
権
力
論
は
芦
部
の
憲
法
改
正
限
界
説
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
は
手
段
と
目
的
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
制
度
化
さ
れ

た
憲
法
制
定
権
力
と
い
う
場
合
の
「
制
度
化
」
と
は
何
か
。

(
U
A
)
 

芦
部
信
喜
に
よ
れ
ば
、
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
い
う
場
合
の
「
制
度
化
」
と
は
、
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
が
「
憲
法
典
の
中
に
組
織
化
」
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
不
文
の
状
態
で
存
在
す
る
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
を
形
式
的
意
味
の
憲
法
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ

(
笥
)

l
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
で
は
「
権
力
の
法
外
的
事
実
を
成
文
法
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
試
み
」
が
顕
在
化
し
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
「
権
力
の
合
理
化
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
(
弱
)

の
「
合
理
化
」
は
芦
部
の
い
う
「
制
度
化
」
と
同
義
で
あ
る
が
、
彼
の
依
拠
す
る
ピ
ユ
ル
ド
l
は
「
合
理
化
」
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
い
う
表
現
を
用
い
な
か
っ
た
。

と
い
う
こ
と
は
、
ピ
ユ
ル
ド
l
の
い
う
「
制
度
化
」
に
は
「
合
理
化
」
に
還
元
で
き
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
彼
の
制
度
化
さ
れ
た
憲
法

制
定
権
力
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
二
節

ビ
ュ
ル
ド
i
の
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力

結
論
を
先
に
示
し
て
お
こ
う
。
ピ
ユ
ル
ド
l
の
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
い
う
場
合
の
制
度
化
と
は
、
制
度
理
論
に
お
け
る
制
度
化
の
一
形
態
で
あ
る
。
ロ
ー

マ
法
に
お
け
る
組
合

(
8
0
5
8
)
と
法
人
(
巨
号
母
島

g)
の
フ
ラ
ン
ス
的
な
中
間
形
態
と
し
て
提
示
さ
れ
た
オ
i
リ
ウ
の
制
度
理
論
は
、
一
方
で
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
論

者
に
よ
っ
て
さ
え
「
き
わ
め
て
独
創
的
v
と
評
さ
れ
る
が
、
他
方
で
、
こ
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
「
実
際
に
は
多
く
の
追
随
者
を
見
出
さ
な
か
っ
担
。
も
っ
と
も
、
後
者
の

点
に
つ
て
、
制
度
理
論
が
ま
っ
た
く
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
ず
、
そ
の
後
継
者
の
一
人
が
ピ
ユ
ル
ド
ー
で
あ
る
。
ピ
ュ
ル
ド
l
の
法
的
国
家
論
が
制
度
理
論
に
立

{
佃
)

脚
し
て
い
る
こ
と
は
わ
が
国
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
彼
の
法
的
国
家
論
の
全
体
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
彼
が
研
究
活
動
の

当
初
か
ら
制
度
理
論
に
、
さ
ら
に
は
そ
の
前
提
で
あ
る
自
然
法
論
に
立
脚
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
立
場
が
変
わ
る
前
と

後
の
彼
の
憲
法
制
定
権
力
論
を
中
心
に
検
討
す
る
が
、
そ
の
前
に
彼
が
研
究
活
動
を
始
め
る
一
九
三

O
年
前
後
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
界
に
お
け
る
憲
法
制
定
権
力
論

を
め
ぐ
る
状
況
を
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

芦
部
信
喜
に
よ
れ
ば
、
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権
の
同
視
が
一
七
八
九
年
に
始
ま
る
革
命
期
以
降
の
「
フ
ラ
ン
ス
公
法
学
を
貫
い
た
基
本
的
な
観
念
で
お
に
り
、

そ
の
原
因
の
一
つ
は
「
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二

O
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
実
証
主
動
公
法
学
:
:
:
の
影
響
で
あ
野
。
と
こ
ろ
が
、
原
因
(
法
実
証
主
義
)
と
結

果
(
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権
の
問
視
)
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
存
在
を
前
提
と
す
る
法
実
証
主
義
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
の

組
織
を
定
め
る
憲
法
を
制
定
す
る
権
力
は
国
家
の
存
在
に
先
行
し
、
法
的
考
察
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
が
、
な
ぜ
、
こ
の
こ
と
が
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権
の
問
視

を
も
た
ら
持
)
の
か
。
確
か
に
、
第
三
共
和
制
下
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
「
新
憲
法
の
制
定
も
憲
法
改
正
も
共
に
、
『
憲
法
制
定
権
力
」
の
中
に
漠
然
と
含
ま
れ
て
観
念
さ

れ
た
」
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権
が
漠
然
と
同
視
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
り
も
混
同
さ
れ
る
状
況
の
下
で
、
法
実
証

主
義
的
な
発
想
に
よ
っ
て
憲
法
制
定
権
力
が
法
的
考
察
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
憲
法
制
定
権
力
と
実
定
憲
法
上
の
憲
法
改
正
権
と
の
法

的
な
結
び
つ
き
の
切
断
、
あ
る
い
は
「
「
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
』
と
の
関
係
で
憲
法
改
正
権
の
法
的
構
造
を
検
討
す
る
と
い
う
方
向
」
の
否
定
で
あ
併
憲
法
制
定
権
力

論
の
母
国
に
お
け
る
憲
法
制
定
権
力
論
の
消
滅
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
憲
法
制
定
権
力
論
の
母
国
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
「
栄
光
は
い
つ
ま
で
も
不
動
の
も
の

(
筋
)

で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
い
う
法
実
証
主
義
と
は
、
特
定
の
論
者
の
法
理
論
と
い
う
よ
り
も
、
第
三
共
和
制
憲
法
を
前
提
と

す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ピ
ユ
ル
ド
l
が
研
究
活
動
を
始
め
る
一
九
三

O
年
頃
に
は
、
同
憲
法
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
障
碍
を
抱
え
つ
つ
も
半
世
紀
以
上
存
続
し
、
そ
れ

制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権

(
時
本
)

七
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ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
か
ら
す
れ
ば
そ
の
安
定
性
は
否
定
し
え
な
い
。
そ
の
結
果
、
憲
法
改
正
に
関
す
る
議
論
は
憲
法
制
定
権
力
に
関
す
る
一
般
論
か
ら
切
り
離
さ
れ
、

同
憲
法
(
公
権
力
の
組
織
に
関
す
る
一
八
七
五
年
二
月
二
五
日
法
律
八
純
一
の
解
釈
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
憲
法
改
正
の
限
界
に
つ
い
て
い
え
ば
、
国
民
議
会
は
両
議

(
同
叩
)

院
が
憲
法
改
正
の
必
要
性
を
宣
言
す
る
議
決
(
忍

g-zzgω)
に
拘
束
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
形
で
議
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
フ
ラ
ン
ス
実
定
法
に
お
け
る
憲
法
改
正
論

序
説

S
a
a
aピ
ミ
H

志
。
る
号
官
、
を
な

g
a
母
三
。
な

8
5
R
E
R
g
s
-
E
S
弘
、
長
官
包

hqkyS2な
)
」
一
九
三

O
年
に
お
け
る
ピ
ユ
ル
ド
l
も
同
様
で
あ
る

が
、
同
書
に
お
け
る
彼
の
憲
法
改
正
論
を
検
討
す
る
前
に
同
書
に
お
け
る
彼
の
法
理
論
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(ω} 

ピ
ユ
ル
ド
l
は
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ

l
ル
の
晩
年
の
高
弟
で
あ
り
、
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
!
ル
の
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
大
学
退
職
(
一
九
二
九
年
)
後
は
パ
リ
大
学
の
ラ

フ
エ
リ
エ

l
ル
な
ど
に
師
事
し
が
r

カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ

l
ル
に
し
ろ
、
ラ
フ
ェ
リ
エ

l
ル
に
し
ろ
、
第
三
共
和
制
下
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
数
少
な
い
純
粋
な
法
実
証

主
義
の
立
場
に
立
つ
憲
法
学
者
で
あ
が
ご
と
か
ら
、
ピ
ユ
ル
ド
l
は
「
こ
の
当
時

T
一
九
三

0
年
代
〕
強
い
法
実
証
主
義
の
影
響
を
受
け
て
い
が
に
と
い
わ
れ
る
。
さ

ら
に
、
お
そ
ら
く
晩
年
の
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
!
ル
が
ケ
ル
ゼ
ン
を
取
り
上
げ
が
ご
と
か
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
影
響
も
受
け
、
そ
の
結
果
、
ピ
ユ
ル
ド
l
の
当
時
の
法
的
国

家
論
は
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ

l
ル
の
法
的
国
家
論
と
ケ
ル
ゼ
ン
の
そ
れ
と
を
折
衷
し
た
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ピ
ユ
ル
ド
l
は
国
家
と
国
家
に
よ
っ

て
強
制
さ
れ
る
法
と
を
前
提
と
す
が
ど
い
う
意
味
で
法
実
証
主
義
の
立
場
に
立
つ
が
、
ピ
ユ
ル
ド
l
に
お
い
て
は
国
家
に
お
け
る
規
範
的
要
素
が
重
視
さ
れ
、
こ
の
点
に

ケ
ル
ゼ
ン
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
ピ
ユ
ル
ド
ー
に
よ
れ
ば
、
「
国
家
と
は
、
国
家
そ
れ
自
体
と
同
視
さ
れ
る
:
:
:
規
範
体
系
の
特
別
な
規
定
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
す

べ
て
の
行
為
が
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
中
心
で
あ
る
」
。
あ
る
い
は
、
「
特
定
の
領
域
に
お
い
て
生
活
す
る
諸
個
人
に
妥
当
す
る
規
範
の
体
系
」
と
も
い
わ
れ
る
。
も
っ
と

も
、
国
家
は
そ
の
目
的
と
の
関
係
で
法
人

Q
O
B
O
E
Z
E
e告
。
)
と
し
て
現
象
し
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
と
い
う
義
務
の
主
体
、
あ
る
い
は
「
特
定
の
目
的
の
達
成

(π) 

に
向
け
ら
れ
た
意
思
を
備
え
た
人
格
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
意
思
」
は
機
関
と
し
て
の
自
然
人
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
、
規
範
の
創
設
と
い
う
動
態
的
側
面
日
国
家

作
用
と
し
て
現
象
す
る
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
憲
法
の
制
定
で
あ
る
が
、
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権
が
問
視
あ
る
い
は
混
同
さ
れ
て
き
た
伝
統
の
中
に
あ
っ
て
、

ピ
ユ
ル
ド
l
は
両
者
を
区
別
し
て
後
者
を
憲
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
権
力
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
腐
心
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
彼
は
用
語
を
「
厳
密
な
意

(

均

}

(

曲

剖

}

味
に
お
け
る
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権
」
と
確
定
し
た
う
え
で
、
前
者
は
「
純
粋
な
事
実
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
法
的
範
時
に
は
属
し
え
な
い
と
と
い

う
。
ま
た
、
「
固
有
の
意
味
の
憲
法
制
定
権
力
は
:
:
:
事
実
に
す
ぎ
な
叫
に
と
も
い
う
が
、
そ
の
実
体
は
先
行
す
る
法
秩
序
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
形
式
か
ら
解
放
さ
れ
た
意

(
的
出
}

思
で
あ
り
、
そ
の
行
使
に
よ
っ
て
「
最
初
の
根
本
規
範

6
5
E
P
5
8
5
0
F
E
g
g
E
O
)」
u
「
最
初
の
憲
法

(
8
5吾
E
S司
Z
E
P
S
)」
が
制
定
さ
れ
る
。
こ
の

(
回
)

よ
う
に
、
「
最
初
の
憲
法
」
の
制
定
は
法
的
現
象
で
は
な
く
、
権
力
の
源
に
関
す
る
議
論
は
「
そ
の
性
質
か
ら
し
て
法
学
に
は
属
さ
な
い
」
ロ
憲
法
制
定
権
力
に
関
す
る
こ



(
制
)

こ
ま
で
の
議
論
は
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ

l
ル
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
ピ
ユ
ル
ド
l
は
「
最
初
の
根
本
規
範
」
を
実
体
化
す
る
と
い
う
点
で
も
カ
レ
・
ド
・
マ

(
邸
)

ル
ベ

l
ル
に
追
随
す
る
が
、
こ
の
点
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ピ
ユ
ル
ド
ー
に
よ
れ
ば
、
規
範
秩
序
の
頂
点
に
は
「
根
本
規
範
」
と
憲
法
改
正

機
関
が
同
列
関
係
で
存
在
し
、
前
者
は
規
範
秩
序
の
「
静
態
的
側
面
」
、
後
者
は
「
動
態
的
側
面
」
で
あ
り
、
前
者
は
後
者
を
と
お
し
て
具
体
化
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
こ

の
具
体
化
は
上
位
規
範
の
執
行
で
は
な
く
、
前
者
の
い
わ
ば
自
己
増
殖
で
あ
り
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
し
い
憲
法
規
定
は
既
存
の
憲
法
規
定
と
同
じ
形

(
筋
)

式
的
効
力
を
有
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
ピ
ユ
ル
ド
l
自
身
、
憲
法
改
正
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
説
明
の
仕
方
を
「
や
や
技
巧
的
」
と
評
し
て
い
る
が
、
「
根
本
規
範
」
と
か

「
静
態
的
側
面
」
・
「
動
態
的
側
面
」
と
か
と
い
っ
た
用
語
と
は
裏
腹
に
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
と
は
ま
っ
た
く
異
質
で
あ
る
。
そ
の
目
的
の
一
つ
は

憲
法
改
正
機
関
と
憲
法
改
正
権
と
の
法
的
性
質
を
導
き
出
す
こ
と
(
註
(
沌
)
参
照
)
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
立
法
権
を
設
定
す
る
憲
法
と
同
様
に
憲
法
改

正
権
を
設
定
す
る
憲
法
の
上
位
規
範
の
み
を
実
体
化
す
れ
ば
よ
い
。
そ
も
そ
も
「
根
本
規
範
」
と
憲
法
改
正
機
関
を
一
体
的
に
捉
え
る
こ
と
が
理
論
的
に
可
能
で
あ
る
か

疑
問
で
あ
る
が
、
実
は
こ
こ
に
は
、
そ
の
後
の
ピ
ユ
ル
ド
l
の
法
理
論
・
政
治
理
論
の
核
心
で
あ
る
法
の
理
念
の
萌
芽
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。
と
い
う
の

は
、
ピ
ユ
ル
ド
ー
に
よ
れ
ば
、
法
の
理
念
は
自
ら
に
内
在
す
る
力
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
自
己
膨
張
す
る
よ
う
な
形
で
自
己
実
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も

こ
の
よ
う
に
し
て
論
証
さ
れ
た
憲
法
改
正
権
の
法
的
性
飴

r前
提
と
し
て
、
憲
法
改
正
論
は
一
般
論
で
は
な
く
第
三
共
和
制
憲
法
の
解
釈
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ

る。
ピ
ユ
ル
ド
!
の
憲
法
改
正
論
の
目
的
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
権
力
と
し
て
法
的
権
限
で
あ
る
憲
法
改
正
権
に
限
界
を
設
け
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
式
的
意

味
の
憲
法
の
変
動
を
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
続
の
統
制
下
に
置
く
こ
と
で
あ
M
r
も
ち
ろ
ん
、
国
民
議
会
が
憲
法
改
正
の
必
要
性
を
宣
言
す
る
両
議
院
の
議
決
に
拘
束
さ
れ
る
(
卯
)

と
す
る
と
、
理
論
的
に
憲
法
改
正
機
関
が
立
法
機
関
に
、
し
た
が
っ
て
憲
法
が
立
法
権
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
綿
し
、
ま
た
、
技
術
的
に
憲
法
の
追
加
が
困
難
に
な
る
。

し
か
し
、
法
実
証
主
義
者
で
あ
る
彼
は
あ
ら
ゆ
る
憲
法
改
正
を
法
的
世
界
に
取
り
込
み
た
い
の
で
あ
り
、
改
正
禁
止
規
定
は
「
法
的
価
値
の
な
い
願
望
」
に
す
ぎ
な
い
と

し
て
、
あ
る
い
は
「
サ
ン
タ
シ
ヨ
ン
を
伴
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
理
の
宣
一
色
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
そ
の
改
正
を
も
容
認
す
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
憲
法
改
正
無

限
界
説
の
背
後
に
は
、

一
方
で
、
多
く
の
憲
法
が
一
七
八
九
年
の
革
命
以
来
制
定
さ
れ
て
は
廃
止
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
対
す
る
厳
し
い
認
識
が
あ
る
。
こ

の
認
識
を
一
般
化
す
れ
ば
、
法
の
規
制
対
象
の
可
変
性
に
連
動
し
た
法
の
可
変
性
に
対
す
る
認
識
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
彼
が

一
八
八
四
年
の
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
共
和
政
体
改
正
提
案
禁
止
規
定
の
改
正
を
容
認
す
る
背
後
に
は
、
現
実
に
共
和
制
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う

{
削
剖
)

確
信
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
ヴ
ィ
シ
1
体
制
の
成
立
に
よ
っ
て
こ
の
確
信
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
す
る
法
実
証
主
義
の

制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権

(
時
本
)

九
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無
力
さ
が
、
彼
が
自
然
法
論
に
転
向
し
た
原
因
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
が
、
彼
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ピ
ユ
ル
ド
!
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
出
版
さ
れ
た
『
政
治
権
力
と
国
家
(
宮
、
。
尽
き
守
M
M
O
S
S
C
品
川
ぬ
こ
時
Eh)』

(
お
)

同
書
の
冒
頭
で
、
彼
は
、
「
戦
争
前
に
、
本
書
は
す
べ
て
構
想
さ
れ
、
そ
の
大
部
分
は
執
筆
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
現
に
彼
は
、

一
九
四
三
年
で
自
然
法
論
者
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
。

一
九
三
七
年
に
公
表
さ
れ
た
論
文

で
、
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ

l
ル
と
す
で
に
取
り
上
げ
た
『
フ
ラ
ン
ス
実
定
法
に
お
け
る
憲
法
改
正
論
序
説
」
と
を
批
判
し
て
、
国
家
の
み
が
法
を
創
設
す
る
と
い
う
「
私

の
立
場
は
、
法
の
理
念
に
関
す
る
深
い
分
析
で
は
な
く
、
自
然
法
学
派
の
い
く
つ
か
の
主
張
に
対
す
る
反
対
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
。
私
の
誤
り
を
認
め
る
に
や
ぶ

(
国
間
)

さ
か
で
は
な
い
」
と
改
俊
の
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
実
定
法
と
自
然
法
:
:
:
の
い
ず
れ
か
を
重
視
す
る
の
は
、
建
設
的
な
[
議
論
]
と
い
う
点
で
、
あ
ま
り
に

非
妥
協
的
な
立
場
で
あ
M
V
と
し
て
、
実
定
法
と
自
然
法
の
二
元
論
を
解
消
す
べ
く
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
自
然
法
論
者
と
し
て
の
ピ
ユ
ル
ド
l
に
と
っ
て
鍵
概
念
で
あ

る
法
の
理
念
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
公
共
普
と
権
力
と
い
う
概
念
も
持
ち
出
さ
れ
、
権
力
の
制
度
化
を
除
け
ば
、
自
然
法
論
者
と
し
て
の

ピ
ユ
ル
ド
l
に
と
っ
て
重
要
な
概
念
は
す
で
に
こ
の
論
文
に
お
い
て
概
略
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
文
は
彼
の
研
究
生
活
に
お
け
る
タ
l
ニ
ン
グ
・

(
M
m
}
 

ポ
イ
ン
ト
を
成
す
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
心
境
の
変
化
が
生
じ
た
か
は
、
彼
の
著
作
目
録
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
過
程

{
m
m
)
 

や
原
因
を
文
献
的
に
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
論
文
は
い
わ
ば
突
然
変
異
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
自
然
法
論
者
と
し
て
の
彼

の
法
理
論
・
政
治
理
論
の
「
素
描
」
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
「
素
描
」
を
も
と
に
彼
の
法
理
論
・
政
治
理
論
の
骨
格
を
提
示
し
た
の
が
『
政
治
権
力
と
国

家
』
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
権
力

(
3
5
0
5
そ
れ
自
体
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
第
三
共
和
制
下
の
公
法
学
は
権
力
と
力
(
同
O
B
O
)

を

(
附
)

同
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
の
法
的
考
察
か
ら
命
令
的
要
素
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
が
、
現
実
に
は
国
家
に
お
け
る
支
配
の
要
素
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
書
は
「
あ
ら
ゆ
る
憲
法
組
織
の
要
石
と
し
て
の
権
力
」
を
「
国
家
の
法
的
概
念
の
中
に
再
導
入
す
る
」
。
こ
こ
で
権
力
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
統
治
形
態

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
逆
に
い
え
ば
あ
ら
ゆ
る
統
治
形
態
に
適
用
可
能
な
、
と
い
う
意
味
で
「
中
立
的
な
政
治
権
力
」
で
あ
る
r

こ
の
よ
う
な
意
味
で
権
力
そ
れ
自
体
を

論
じ
る
同
書
に
、
「
憲
法
研
究
序
説
(
ぎ
雪
。
a
g
R
S
P
ミ
雲
母

a
R
弘
、
。
止
。

szsミ
sasN)』
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
国
家
の
現
実
を

(

問

)

(

問

}

直
視
し
た
権
力
性
の
重
視
は
、
法
理
論
が
異
な
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
彼
が
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ

l
ル
か
ら
継
受
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
同
書
に
お

い
て
人
間
存
在
の
集
団
に
お
け
る
権
力
現
象
が
さ
ま
さ
ま
な
具
体
的
問
題
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
同
書
を
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と
の
関
係
で

(
削
)

体
系
的
に
展
開
し
た
の
が
、
ピ
ユ
ル
ド
l
の
主
著
で
あ
る
『
政
治
学
汎
論
(
守
怠
怠

e
R芯
言
。
唱
。

sss)」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
『
政
治
権
力
と
国

・
(
陥
)

家
」
は
「
『
政
治
学
汎
論
」
[
の
初
版
]
の
序
文
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
前
者
は
後
者
の
い
わ
ば
レ
ジ
ュ
メ
な
の
で
あ
り
、



九
四
0
年
代
以
降
の
ピ
ユ
ル
ド
l
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
芦
部
信
喜
は
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
い
う
用
語
を
『
政
治
学

(
M附
)

汎
論
』
の
初
版
か
ら
借
用
し
た
が
、
こ
の
用
語
は
同
書
の
レ
ジ
ュ
メ
に
と
ど
ま
る
「
政
治
権
力
と
国
家
』
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
後
者
に
お

{
問
)

い
て
は
憲
法
改
正
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
用
語
を
最
初
に
用
い
た
の
は
ボ
ナ
l
ル
の
よ
う
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
、
「
政
治

学
汎
論
』
の
初
版
を
用
い
て
同
替
の
第
三
版
に
よ
っ
て
確
認
し
つ
つ
、
ピ
ユ
ル
ド
l
の
憲
法
改
正
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ピ
ユ
ル
ド
ー
に
よ
れ
ば
、
始
原
的

(
O
民
性
出
包
括
)
憲
法
制
定
権
力
が
既
存
の
法
的
規
制
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
否
定
し
て
行
使
さ
れ
る

(
附
)

の
に
対
し
て
、
制
度
化
さ
れ
た

(Em答
忌
)
憲
法
制
定
権
力
は
既
存
の
憲
法
上
の
機
関
に
よ
っ
て
、
既
存
の
憲
法
上
の
手
続
に
従
っ
て
行
使
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
憲

(ω) 

法
制
定
権
力
そ
れ
自
体
は
「
雑
種
の
(
喜
σ民
品
。
)
性
質
」
を
有
す
る
。
も
ち
ろ
ん
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
は
憲
法
改
正
権
を
意
味
す
る
が
、
彼
は
、
問
題
は
い
か

に
し
て
両
者
を
両
立
さ
せ
る
か
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
間
い
が
成
立
す
る
に
は
、
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
は
法
的
考
察
の
対
象

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
法
的
要
素
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
後
ほ
ど
ふ
れ
る
こ
と
に
し
て
、
ま

ず
両
者
の
関
係
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
は
、
憲
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、
一
方
で
そ
の
性
質
を
変
え
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
他
方
で
憲
法
改
正
権

の
中
に
完
全
に
吸
収
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
結
果
、
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
は
既
存
の
「
憲
法
機
構
の
外
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」
。
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
の
こ
の

よ
う
な
永
続
性
と
の
関
係
で
、
憲
法
改
正
権
に
は
制
約
が
課
さ
れ
る
。
第
一
に
、
憲
法
改
正
を
も
っ
て
し
て
は
始
原
的
憲
法
改
正
権
力
の
帰
属
主
体
を
変
更
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
第
二
に
、
憲
法
の
部
分
改
正
と
全
面
改
正
を
区
別
す
る
こ
と
は
現
実
に
は
困
難
で
あ
る
が
、
憲
法
改
正
手
続
に
よ
っ
て
は
憲
法
を
全
面
的
に
改
正
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
「
:
:
:
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
と
は
異
な
り
、
:
:
:
憲
法
改
正
権
は
そ
の
本
質
そ
れ
自
体
か
ら
制
限
さ
れ
た
権
力
な
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
は
、
「
フ
ラ
ン
ス

実
定
法
に
お
け
る
憲
法
改
正
論
序
荏
に
お
け
る
憲
法
改
正
無
限
界
説
が
限
界
説
へ
と
明
確
に
、
あ
る
い
は
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
日
改
説
さ
れ
て
い
郁
問
題
は
憲
法
改
正

に
限
界
が
あ
る
こ
と
の
根
拠
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
は
、
も
ち
ろ
ん
憲
法
改
正
権
を
設
定
す
る
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
の
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
の
「
法
的
性
質

C
E島
巳
広
)
」
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
芦
部
信
喜
の
憲
法
制
定
権
力
論
と
同
様
に
、
始
原

的
憲
法
制
定
権
力
は
法
的
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
憲
法
改
正
に
限
界
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
芦
部
の
憲
法
制
定
権
力
1

憲
法
改
正
権
と
ピ

ユ
ル
ド
l
の
そ
れ
と
は
基
本
構
造
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
が
、
内
実
と
い
う
点
で
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ピ
ユ
ル
ド
l
に
お
け
る
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
に
対
す
る
法

的
制
約
の
源
で
あ
る
法
の
理
念
(
向
島
常
常
母

aH)
を
、
芦
部
は
ピ
ユ
ル
ド
l
に
依
拠
す
る
に
際
し
て
切
り
落
と
し
た
の
で
あ
る
。
法
の
理
念
は
ピ
ユ
ル
ド
!
の
法
理
論
・

政
治
理
論
の
核
心
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
権
力
の
制
度
化

制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権

(
時
本
)



龍
谷
紀
要

第
三
三
巻
(
二

o=乙
第
二
号

(
E
ω
E
E
g
o
g島
g
E
Oロ
門
吉
田

Mog〈
。
可
)
と
と
も
に
、
そ
の
概
略
を
提
示
し
て
お
こ
う
。

ピ
ユ
ル
ド
ー
に
よ
れ
ば
、
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
は
法
秩
序
の
創
設
に
際
し
て
法
の
理
念
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
と
も
に
制
度
化
さ
れ
る
。
ま
ず
、
法
の
理
念
に
つ

い
て
で
あ
る
が
、
法
の
理
念
と
は
、
「
共
通
普
(
巴

g
8
2
5
)
に
適
合
し
た
社
会
秩
序
」
の
表
象
(
『
号
窓
口

g
g
)
で
あ
り
、
「
社
会
的
組
織
に
関
す
る
多
様
な
特

{
印
)

徴
を
い
く
つ
か
の
本
質
的
な
原
理
に
統
合
す
る
に
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
の
理
念
は
「
自
ら
を
体
現
す
る
権
力
(
司
o
g
S
)
と
結
び
つ
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
一

部
が
実
定
法
と
し
て
実
現
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
権
力
は
法
の
理
念
の
外
側
か
ら
そ
れ
に
仕
え
る
の
で
は
な
く
、
「
理
念
の
カ
(
旬
巳

g
g
g
)
そ
れ
自
体
」
、

つ
ま
り
法
の
理
念
が
自
ら
を
実
現
す
る
た
に
そ
の
内
部
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
権
力
の
役
割
は
「
『
法
の
イ
デ
l
』
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
現
実
的
な
も
の
へ
移
す
こ
と
」
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
権
力
は
事
実
上
の
力
で
は
な
く
、
「
社
会
的
意
思
か
ら
生
じ
、
集
団
を
共
通
普
の
追
求

.
(
問
)

へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
と
り
わ
け
、
社
会
的
意
思
が
命
じ
る
態
度
を
構
成
員
に
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
力
に
は
、
「
社
会

(
悶
}

生
活
の
組
織
的
力
」
と
い
う
「
概
念
の
側
面
」
と
そ
れ
を
行
使
す
る
個
人
ま
た
は
そ
の
一
団
と
い
う
事
実
の
側
面
と
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
理
念
と
そ
れ
を
実
現
す
る

人
間
(
の
意
思
)
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
後
者
は
前
者
の
「
道
具
に
す
ぎ
な
い
」
。
そ
の
結
果
、
法
の
理
念
は
人
間
(
の
意
思
)
と
い
う
力
を
「
道
具
」
と
し
て
自
ら
を

実
現
す
る
が
、
こ
の
力
が
そ
れ
を
行
使
す
る
個
人
ま
た
は
そ
の
一
団
か
ら
分
離
さ
れ
て
国
家
と
い
う
抽
象
的
な
存
在
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
と
き
、
権
力
の
制
度
化
が
生
じ

る
。
そ
こ
で
次
に
、
権
力

(
g
z
g町
)
の
制
度
化
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
権
威
と
[
集
団
の
]
指
導
者
の
分
離
と
、
権
力
の
保
持
者
と
し
て
の
国
家
の
創
設

(

応

)

{

協

}

と
が
同
時
に
実
現
さ
れ
る
過
程
」
で
あ
り
、
「
制
度
化
さ
れ
た
権
力

(
g
z
g可
E
m
E
Z
E
O
B島
忠
)
」
と
は
国
家
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
創
設
の
過
程
で
、
始
原
的
意

法
制
定
権
力
は
、
国
家
に
お
け
る
権
限
の
一
つ
と
し
て
、
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
"
憲
法
改
正
権
へ
と
転
化
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定

権
力
と
い
う
場
合
の
制
度
化
(
宮
ω筈
忌
)
は
権
力
の
制
度
化
(
宮
怠
Z
E
O
B色恋
)
M
国
家
の
創
設
の
一
部
で
あ
り
、
後
者
を
大
き
な
制
度
化
と
い
う
と
す
れ
ば
、
前
者

は
小
さ
な
制
度
化
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
後
者
は
前
者
の
前
提
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芦
部
信
喜
の
憲
法
制
定
権
力
論
は
こ
の
部
分
を

切
り
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
芦
部
は
、

い
わ
ば
ラ
テ
ン
的
な
客
観
的
自
然
法
論
を
切
り
落
と
し
て
、
清
宮
四
郎
に
よ
っ
て
実
体
化
さ
れ
た
根
本
規
範
と
い
う
器
に
第
二
次

世
界
大
戦
後
に
復
活
し
た
ゲ
ル
マ
ン
的
な
主
観
的
自
然
権
論
を
盛
っ
た
の
で
あ
る
(
註
(
日
)
参
照
)
。
こ
の
芦
部
に
よ
っ
て
切
り
落
と
さ
れ
た
部
分
を
復
活
さ
せ
る
に
は
制

度
理
論
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
オ
!
リ
ウ
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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憲
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憲
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の
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現
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そ
こ
に
含
ま
れ
る
「
憲
法
」
の
意
味
が
異
な
る
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
、
実
質
的
意
味
の
憲
法
を
制
定
す
る
権
力
に
よ
っ
て
形
式
的
意

味
の
憲
法
を
改
正
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
権
力
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
形
容
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
広
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ミ
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宣

言
哲
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Nog-
匂・回
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時
間
的
に
は
、
渡
遣
宗
太
郎
「
憲
法
制
定
権
力
と
織
法
改
正
権
限
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
巻
一
号
一
九
五
五
年
一
一
一
頁
(
同
『
続
憲
法
の
基
本
問
題
』
一
九
五
六
年
に
所
収
(
二
五
1

二

六
頁
)
)
の
方
が
先
で
あ
る
が
、
同
論
文
に
お
け
る
識
論
は
芦
部
と
比
べ
て
明
断
に
概
念
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
し
か
も
同
論
文
は
ピ
ユ
ル
ド
l
に
依
拠
し
す
ぎ
て
い
る
た
め
他
の
論

者
と
の
比
較
が
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
後
世
に
対
す
る
影
響
力
と
い
う
点
で
芦
部
の
比
で
は
な
い
。

高
橋
和
之
「
芦
部
憲
法
学
の
理
論
的
諸
前
提
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
九
号
一
九
九
九
年
一
九
l

二
O
頁。

芦
部
信
事
『
憲
法
制
定
権
力
』
一
九
八
三
年
三
頁
、
三
九
頁
お
よ
び
=
二
七
頁
。

同
右
・
三
九
頁
。

拙
著
『
国
民
主
権
と
法
人
理
論
|
|
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ

l
ル
と
国
家
法
人
説
の
か
か
わ
り
|
|
』
ご

O
一
一
年
五
頁
。
「
人
間
価
値
の
尊
厳
」
・
「
人
間
人
格
の
自
由
と
尊
厳
」
と
も
い
わ
れ

る
が
、
さ
ら
に
、
芦
部
・
前
掲
書
註
(
6
)
、
=
二
八
頁
も
参
照
。

芦
部
・
前
掲
書
註
(6)
、
四
二
頁
。
三
一
八
頁
も
同
旨
。

同
右
・
一

O
九
頁
。

同
右
・
四
三
頁
。
三
一
八
頁
も
同
旨
。

同
右
・
三
九
頁
。

「
人
間
人
格
不
可
侵
の
原
理
」
H
「
根
本
規
範
」
H
「
内
在
的
な
制
約
原
理
」
H
「
個
人
権
」
は
憲
法
制
定
権
力
の
「
前
提
」
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
(
同
右
・
三
九
頁
お
よ
び
四
二
頁
)
。
な
お
、
芦

部
の
実
体
的
根
本
規
範
論
は
清
宮
四
郎
か
ら
継
受
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
(
高
見
勝
利
「
『
憲
法
制
定
権
力
』
考
」
樋
口
陽
一
・
高
橋
和
之
編
(
芦
部
信
喜
先
生
古
稀
祝
賀
)
『
現
代
立

憲
主
義
の
展
開
下
』
一
九
九
三
年
七
一
六
頁
)
が
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
菅
野
喜
八
郎
『
国
権
の
限
界
問
題
』
一
九
七
八
年
五
七
l
六
二
頁
も
参
照
。
ま
た
、
実
体
的
根

4 (5) 
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(9) 
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叩
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(
日
)

制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
植

(
時
本
)
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(
一
一

O
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己
第
二
号

四
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本
規
範
論
に
つ
い
て
は
、
須
賀
博
志
「
憲
法
制
定
権
力
詰
の
日
本
的
変
容
(
二
・
完
)
l
l
黒
田
覚
に
即
し
て
|
|
」
法
学
論
叢
一
四
五
巻
四
号
一
九
九
九
年
五
三
頁
参
照
。

芦
部
信
喜
『
憲
法
学
I
』
一
九
九
二
年
二
四
三
頁
。
さ
ら
に
、
二
二
一

l

二
二
二
頁
、
お
よ
び
同
『
憲
法
新
版
補
訂
版
」
一
九
九
九
年
四
一

1
四
二
頁
も
参
照
。
な
お
、
以
下
、
引
用
部
分

の
[
]
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
註
記
で
あ
る
。

芦
部
・
前
掲
書
註

(
6
)
、
四
三
頁
。
三
一
人
頁
も
同
旨
。
「
制
憲
権
は
:
:
:
主
権
の
権
力
的
契
機
を
と
り
出
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
(
三
二
四
頁
)
と
も
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
芦

部
・
前
掲
骨
註

(
M、
『
憲
法
学
I
」
)
、
二
四
三
頁
も
参
照
。

芦
部
・
前
掲
書
註

(
M
、
『
憲
法
学
I
』
)
、
二
四
二
頁
。

芦
部
・
前
掲
書
註

(6)
、
四
三
頁
。

前
掲
拙
著
註

(
8
)
、
六
頁
。

同
右
・
三
頁
。

辻
村
み
よ
子
は
、
芦
部
が
正
当
性
的
契
機
と
権
力
的
契
機
の
「
融
合
・
結
合
と
い
う
折
衷
的
表
現
」
(
お
そ
ら
く
、
芦
部
・
前
掲
書
註

(
M、
『
憲
法
学
I
』
)
、
二
四
四
l

二
四
五
頁
)
を
用
い

た
こ
と
が
「
混
乱
や
誤
解
を
招
い
た
」
と
い
う
(
辻
村
み
よ
子
「
主
権
論
・
代
表
制
論
」
法
学
教
室
三
五
七
号
ニ

O
一
O
年
七
頁
)
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ

れ
ら
二
つ
の
契
機
に
対
応
す
る
「
全
国
民
と
選
挙
人
団
」
(
芦
部
・
前
掲
昏
註

(
M、
『
憲
法
学
I
』
)
、
二
四
五
頁
)
と
い
う
「
二
重
国
民
概
念
」
(
前
掲
拙
稿
註

(3)
、
六
人
l
六
九
頁
)
を
、

芦
部
が
「
自
向
性
の
原
則
」
(
芦
部
・
前
掲
書
註

(
M、
『
憲
法
学
I
』
)
、
二
四
五
頁
)
に
よ
っ
て
問
視
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。

前
掲
拙
著
註

(8)
、
コ
了
四
頁
。

芦
部
・
前
掲
密
註

(
6
)
、
四
五
頁
。
三
一
九
頁
も
同
旨
。

菅
野
喜
八
郎
『
続
・
国
権
の
限
界
問
題
』
一
九
八
八
年
一
三
l

一
四
頁
。
こ
の
こ
と
は
芦
部
も
自
覚
し
て
い
る
(
芦
部
・
前
掲
骨
註

(6)
、
一

O
九
頁
参
照
)
。
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憲
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憲
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概
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憲
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憲
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憲
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頁
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四
郎
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作
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の
理
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一
九
六
八
年
(
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
、
二

O
O
一
年
)
一
四
人

l
一
四
九
頁
、
小
嶋
和
司
『
憲
法
学
講
話
」
一
九
八
二
年
三
O
六
頁
、
お
よ
び
高
見
・
前
掲
論
文
註
(
日
)
、
七
三

O
l
七
一
一
一
頁

も
参
照
。
た
だ
し
、
赤
坂
・
前
掲
書
註
(
お
)
、
四
四
一
一
丁
四
四
五
頁
参
照
。

赤
坂
・
前
掲
脅
註
(
沼
)
、
四
四
五
l
四
四
六
頁
。
さ
ら
に
、
菅
野
・
前
掲
骨
註
(
日
)
、
八
O
頁
も
参
照
。

。・

5
a
p
g回以
g
g
Z
(
N
S
b・-8・

赤
坂
・
前
掲
骨
註
(
お
)
、
四
五
一
頁
。

憲
法
破
棄
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
岩
間
昭
道
『
憲
法
破
棄
の
概
念
』
二

O
O
二
年
五

l
二
O
四
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
〈
巴
・
凹

g
L
E
O同
国

Z
V
R
U
S
S
E
-、
ミ
a
g著
者
包
容
さ
白
色
刷

ミ匂
b
・
E
・
g
・
呂
田
・
∞
-
b
H
R

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
書
註
(
但
)
、
九
八
頁
。

同
右
・
一

O
一
l

一
O
六
頁
。
さ
ら
に
、
山
下
威
士
「
憲
法
学
と
憲
法
」
一
九
八
七
年
二
ハ
五
l

一
六
六
頁
も
参
照
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
昏
註
(
鈍
)
、
二
一

O
l
二
二
頁
お
よ
び
一
二
六
頁
。

同
右
・
一

O
三
頁
。
そ
れ
に
対
し
て
、
尾
高
朝
雄
「
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
一
九
五
五
年
(
新
版
)
八
四
l

八
五
頁
参
照
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
書
註
(M)
、
一
二
四
頁
。

同
右
・
一
二
六
頁
。
「
憲
法
」
の
内
容
は
、
具
体
的
に
は
、
憲
法
制
定
権
力
の
帰
属
主
体
と
「
憲
法
を
形
成
し
て
い
る
基
本
的
な
政
治
上
の
決
断
」
(
一
三
ニ
頁
)
と
か
ら
成
る
。

同
右
・
三
九

l
四
O
頁
。
さ
ら
に
、
菅
野
喜
八
郎
『
論
争
憲
法

l
法
哲
学
」
一
九
九
四
年
一
九
四

l
一
二
八
頁
頁
も
参
照
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
昏
註
(
但
)
、
一

O
O頁。

(
初
)

(
剖
)

(
犯
)

(
お
)

(
担
)

(
お
)
(
お
)
(
釘
)
(
お
)
(
お
)(ω) 

(
但
)

(
位
)

〈色・

5
。∞

Z
E
3
5
4
2
g
a吉
宮
さ

S弘
g
q
g
g認
定
z
s
§
e
S
O
R
a
g
S青少
Hug-
∞
戸
∞
ご
・
「
憲
法
」
の
改
正
は
、
憲
法
制
定
権
力
の
帰
属
主
体
の
変
更
を
伴
わ
な
い
憲

法
廃
止
(
〈
良

8
5加
m
g
a霊
長
に
含
ま
れ
る
(
同
右
・
一
二
六
頁
お
よ
び
一
一
一
一
一
ー
=
函
頁
)
。
し
た
が
っ
て
、
「
憲
法
」
の
改
正
を
含
む
も
の
に

s
a
g
E頓
Z
患
者
Eぬ
と
い

う
用
語
を
用
い
る
の
は
適
切
で
あ
る
と
は
い
な
い
が
、
そ
れ
に
「
廃
止
」
と
い
う
訳
語
を
あ
て
る
の
は
や
む
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
(
「
除
去
」
と
い
う
訳
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る

(
C
・

シ
ュ
ミ
ッ
ト
(
尾
吹
普
人
訳
)
『
憲
法
理
論
』
一
九
七
二
年
一
二
八
頁
)
)
。
ま
た
、
「
議
会
主
権
の
否
定
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
し
て
、
ワ
イ
マ
l
ル
憲
法
七
六
条
に
よ
っ
て
議
会
の
特
別
多
数
に

制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
格

五

(
時
本
)



龍
谷
紀
要

第
三
三
巻
(
二

O
一
二
)
第
二
号

一六

(
必
)

与
え
ら
れ
た
憲
法
改
正
権
を
制
限
的
に
解
釈
せ
し
め
る
に
至
っ
た
動
機
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
(
菅
野
・
前
掲
書
註
(
臼
)
、
八
九
頁
)
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
石
川
健

治
に
よ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
制
度
体
保
障
論
理
解
は
興
味
深
い
。
石
川
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
制
度
体
保
障
論
と
は
、
「
市
民
的
法
治
国
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
破
砕
さ
れ
る
べ
き
特
権
の
主

体
日
中
間
団
体
」
(
石
川
健
治
『
自
由
と
特
権
の
距
離
[
増
補
版
]
』
二

O
O七
年
五
六
頁
)
と
い
う
意
味
に
お
け
る
制
度
体
を
、
形
式
的
意
味
の
憲
法
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
単

純
多
数
決

(
H
法
律
)
に
よ
っ
て
は
廃
止
で
き
な
い
と
い
う
憲
法
律
的
効
果
を
も
っ
て
保
障
」
(
同
右
・
五
九
頁
)
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
制
度
体
が
「
憲
法
」
で
は
な
く
憲
法
法

律
の
対
象
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ヴ
ア
イ
マ
ル
憲
法
に
お
い
て
は
議
会
の
み
に
よ
る
憲
法
改
正
が
可
能
で
あ
る
以
上
、
制
度
体
は
、
立
法
権
か
ら
保
護
さ
れ
て
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
不
信
の
対
象

で
あ
る
議
会
そ
れ
自
体
か
ら
は
保
護
さ
れ
な
い
。

た
だ
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
「
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
簡
略
な
立
法
手
続
の
創
設
を
:
:
:
目
的
と
」
(
宮
揮
俊
義
『
転
回
期
の
政
治
』
一
九
三
六
年
三
四
一
頁
)
し
た
一
九
三
三
年
三
月
二
四
日
の

授
権
法
(
白
g
o冒
N
E
国
各
各
EM伯
母
『

ZO押
さ
ロ
〈
O腎

E
S問
。

E
f
こ
の
法
律
の
全
訳
に
つ
い
て
は
、
三
四
O
l
三
四
一
頁
参
照
)
を
め
ぐ
っ
て
、
ア
ン
シ
ユ
ツ
ツ
に
与
し
て
憲
法
改
正
の

限
界
を
放
棄
し
た
(
白
色
白
島

5
5・
6
8
0
Z
E同
国
各
o
v
E
Z
Z
O『
Z
o
z
s
g腎
g
a
同
a
o
y
J
ロ
g
z
§
o
E江
ω
窓口・

NOMEロ
P
E
a
-
8・
8a)。

芦
部
・
前
掲
書
註
(
6
)
、
三
二
二
頁
。

そ
の
よ
う
な
批
判
と
し
て
、
菅
野
・
前
掲
瞥
註
(
日
)
、
五
人
l
六
O
頁
、
お
よ
び
同
・
前
掲
骨
註
(
却
)
、
二
二
七
l

二
二
人
頁
。
そ
も
そ
も
、
特
定
の
法
理
論
を
自
然
法
論
で
あ
る
と
し
て
批

判
す
る
こ
と
に
ど
れ
だ
け
意
味
が
あ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
例
え
ば
、
尾
高
朝
雄
は
自
ら
の
ノ
モ
ス
主
権
論
が
自
然
法
論
で
あ
る
こ
と
を
一
貫
し
て
否
定
し
た
(
拙
稿
「
ノ
モ
ス
主
権
と
理
性

主
権
」
龍
谷
紀
要
二
九
巻
二
号
一
七
頁
註
(
日
)
参
照
)
が
、
こ
の
よ
う
な
尾
高
の
実
定
法
の
定
義
さ
了
五
頁
)
と
、
自
他
と
も
に
自
然
法
論
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
ジ
ェ
ニ
!
の
そ
れ

g
g
g
z白
骨
予
句

a
s
s
a
言、

s
s
s
g
号

Swsco包H
R
N
市広島
OL--L由
N
N
(忠
弘

P
N
8
8
・
sum-mm)
と
が
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
と
こ
ろ
で
、

本
稿
筆
者
は
、
法
理
論
と
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
を
分
け
た
う
え
で
、
前
者
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
後
者
を
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
後
者
に
よ
っ
て
前
者
を
判
断
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
立
場
に
立
つ
(
前
掲
拙
著
註
(8)
、一一一

O
l
二
一
一
頁
)
が
、
前
者
を
理
解
す
る
う
え
で
後
者
が
有
益
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
芦
部
の

憲
法
制
定
権
力
論
に
当
て
は
め
た
場
合
、
注
目
す
べ
き
は
芦
部
の
憲
法
制
定
権
力
や
憲
法
改
正
に
関
す
る
論
稿
が
一
九
五
0
年
代
の
半
ば
か
ら
一
九
六
0
年
代
の
半
ば
に
集
中
し
て
い
る
と
い

う
事
実
で
あ
る
(
芦
部
信
喜
先
生
還
暦
記
念
『
憲
法
訴
訟
と
人
権
の
理
論
」
一
九
八
五
年
九
0
0
1
九
O
七
頁
参
照
)
。
こ
の
時
期
に
は
、
改
憲
・
再
軍
備
を
掲
げ
る
鳩
山
内
閣
が
成
立
す
る

こ
九
五
四
年
一
二
月
)
と
と
も
に
政
府
憲
法
調
査
会
が
設
置
さ
れ
(
法
律
の
施
行
は
一
九
五
六
年
六
月
、
発
足
は
翌
年
八
月
)
、
政
治
勢
力
の
左
右
激
突
の
中
で
憲
法
改
正
の
機
運
が
高
ま
っ

た
(
例
え
ば
、
渡
辺
治
『
日
本
国
憲
法
「
改
正
」
史
』
一
九
八
七
年
二
三
=
丁
四
五
五
頁
参
照
)
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
「
旧
制
高
校
一
年
で
太
平
洋
戦
争
、
旧
制
大
学
一
年
で
学
徒
出

陣
と
、
日
本
の
戦
争
拡
大
と
と
も
に
、
か
け
が
え
の
な
い
青
春
時
代
を
歩
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
[
だ
け
で
は
な
く
、
]
『
陸
軍
航
空
関
係
予
備
役
兵
科
将
校
補
充
及
服
務
臨
時
特
例
』
(
昭
和

一
八
年
勅
令
五
六
六
号
)
に
基
づ
く
特
別
操
縦
見
習
士
宮
[
目
「
特
攻
隊
要
員
」
]
(
第
二
期
)
募
集
で
合
格
す
前
の
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
」
(
高
見
勝
利
「
芦
部
憲
法
学
を
読
む
』
ご

O
O
四
年
一

l
二
頁
)
た
芦
部
が
、
わ
が
国
の
有
史
以
来
来
曾
有
の
人
的
お
よ
び
物
的
損
失
の
後
に
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
の
基
本
原
理
を
死
守
し
た
い
、
と
い
う
よ
り
も
死
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
判
断
し
た
(
芦
部
・
前
掲
書
註
(
6
)
、
一
四
九
1

一
六
八
頁
お
よ
び
-
二
七
頁
以
下
参
照
)
心
情
を
、
戦
後
生
ま
れ
の
錐
者
が
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
(
芦
部
信
喜
『
憲
法
雄
説

l
』
一
九
九
四
年
二
八
O
l
二
八
二
頁
参
照
)
。
さ
ら
に
、
尾
吹
普
人
『
憲
法
の
基
礎
理
論
と
解
釈
』
ニ

O
O七
年
二
ニ
七

l
一
三
人
頁
、
お
よ
び
山
元
一
「
『
憲
法
制
定
権
力
』
と
立
憲
主
義

|
|
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
|
|
」
法
政
理
論
三
三
巻
二
号
ニ

O
O
O年
=
了
四
頁
も
参
照
。

中
村
哲
「
憲
法
制
定
植
に
つ
い
て
(
二

)
l
l
帝
国
憲
法
第
一
条
に
関
す
る
昨
今
の
学
説
に
つ
い
て

l
l
」
国
家
学
会
雑
誌
五
七
巻
七
号
一
九
四
三
年
四
五
頁
。
さ
ら
に
、
巳

-
E
g
E
E

(
姐
)

(
必
)

(
必
)



(
訂
)
(
必
)
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0
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g
o
a
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芦
部
・
前
掲
書
註

(6)
、
四
五
頁
。

同
右
・
四
三
頁
。
た
だ
し
、
憲
法
改
正
の
た
め
の
国
民
投
票
が
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
拠
る
以
外
の
憲
法
制
定
権
力
の
行
使
は
認
め
ら
れ
な
い
(
三
二
四
l
三
二
五

頁)。
憲
法
制
定
権
力
論
に
関
し
て
、
杉
原
泰
雄
は
、
そ
れ
は
実
効
性
を
伴
わ
な
い
体
制
擁
護
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
し
て
、
一
貫
し
て
否
定
的
で
あ
る
(
杉
原
泰
雄
『
国
民
主
権
の
研
究
』
一

九
七
一
年
三
四
二
l
三
五
九
頁
、
お
よ
び
同
『
憲
法
と
国
家
論
』

=
0
0六
年
一
四
一
丁
一
四
九
頁
)
。

憲
法
制
定
権
力
論
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
強
い
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
性
は
そ
の
後
の
憲
法
訴
訟
論
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
い
は
、
そ
れ
が
リ
ベ
ラ
ル
な
憲
法
訴
訟
論
と

矛
盾
す
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、
両
者
の
聞
に
何
ら
か
の
有
機
的
な
結
び
つ
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
味
で
あ
る
(
例
え
ば
、
芦
部
信
事
『
宗
教
・
人
権
・
憲
法

学
』
一
九
九
九
年
二
四
三
l

ニ
六
六
頁
参
照
)
。

樋
口
陽
一
『
近
代
立
憲
主
義
と
現
代
国
家
』
一
九
七
三
年
三

O
一
頁
。

芦
部
・
前
掲
書
註

(
6
)
、
五
五
頁
。

憲
法
改
正
梅
と
そ
れ
以
外
の
憲
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
棺
力
と
の
関
係
、
お
よ
び
憲
法
改
正
手
続
の
改
正
に
つ
い
て
、
芦
部
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
(
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
啓
註
(
倒
的
)
、
一
三

O

頁
)
は
結
論
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
が
、
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
梅
の
同
質
性
を
認
め
る
芦
部
の
方
が
一
貫
性
を
有
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
憲
法
改
正
手
続
に
よ
っ
て
憲
法

改
正
規
定
を
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
広
0
・E
o
F
S
H
u
s
g言

(NS・
8
・
ロ

ω15Y
菅
野
・
前
掲
書
註
(
日
)
、
一
九
五
l

一
九
七
頁
註
(
l
)
、
お

よ
び
長
谷
部
恭
男
「
権
力
へ
の
懐
疑
』
一
九
九
一
年
ご
七
l
二
八
頁
参
照
。

芦
部
・
前
掲
書
註
(
6
)
、
=
二
九
頁
お
よ
び
一
三
一
一
一
買
、
な
ら
び
に
同
・
前
掲
書
註
(
U、
『
憲
法
学
I
』
)
、
ご
四
三
頁
。
さ
ら
に
、
同
・
前
掲
書
註

(
M
、
『
憲
法
新
版
楠
訂
版
』
)
、
三
五
七

頁
も
参
照
。

大
石
奨
『
議
院
自
律
植
の
榔
造
』
一
九
八
八
年
一
一
五
頁
。

。
円
白

g
a
g
回
日
常

s
h
a
g
E
.
e還
を
。
る
号
宮
司
、

s
s
s
母
嗣
守

a
s
s
s
E
S
E
-
E
S
R
Hミ
ミ
。
包

h
q
k
Y
8
2
F
5
ω
0・
P出
凶
・
そ
れ
に
対
し
て
、
誠
院
内
閣
制
を
論
じ

る
に
あ
て
っ
て
は
、
「
議
院
内
閣
制
の
『
合
理
化
』
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る

(-ozg0・
守
主
MX3罵
B
S
S
3
5
3
を

ま

言

。

s
s
§
H
a
s
g
同

R
3ミ
S
一
ま
ご
ま
も
せ
な
宮
誌
司

F

HmvωN・同
v
・
吋
一
戸
)
。

C
E岳
国
民

o
E
-
b討
を
の
言
、
。

a
ミ
客
室
町
営
句
5

5・思
-FHCS・∞
-NH∞〉
5
・ロ・

包
註

--m-NE・
確
か
に
、
制
度
理
論
が
、
一
九
三
0
年
代
前
半
に
頂
点
に
逮
し
た
後
、
「
衰
滅
の
一
途
を
辿
る
」
(
仲
野
武
志
『
公
権
力
の
行
使
概
念
の
研
究
』
二

O
O七
年
一
七
五
頁
)
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
飯
野
賢
一
「
モ

l
リ
ス
・
オ
l
リ
ウ
の
公
法
学
説
研
究
(
一
)
|
|
制
度
理
論
・
ナ
シ
オ
ン
主
権
論
の
構
造
解
明
に
向
け
て
の
試
論
l
l
」
早
稲
田
大
学
大
学

院
法
研
論
集
八
七
号
一
九
九
八
年
二

O
頁
註

(
4
)
も
参
照
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
法
学
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
り
、
制
度
理
論
は
そ
れ
以
外
の
人
文
・
社
会
科
学
の
領
域
に
お
い
て
は
広
く
影

響
を
与
え
続
け
て
い
る
と
い
わ
れ
る

(
E
5
2雲
F
E
r
-
g
g
E
s
e
a
-
-
2
5
e
喜
E
S
E
E
S
宮
宮
島
志
向

5
2
0
2畠
dos-
同

0
2
2
Z『
畠
吉
区

P
H
S
Y
3・S
l
E・

(
伯
)

(
印
)

(
日
)
(
臼
)

(
臼
)

(
弘
)

(
缶
)

(
弱
)

(
町
)

(
回
)

制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
格

(
時
本
)

七



飽
谷
紀
要

第
三
三
巻
(
二

o=乙
第
二
号

}¥ 

さ
ら
に
、
広
・
目
見
。
冨

E
E・
2
E
E
oロ
R
E
吾
合
号
向

Ho--E怠
E
g
o
s
J
P
O
F
Z
Z
o
a公
少

5
8・
3
・8
7
8∞)。

ロヨ
o
a
s
E島
HOY-h宮、
8
3
z
g
官
、

3
3
s
g
sミ
喜
S

S
公
注
意
お
雪
aq--S戸。・
5ZoZHHω
・
山
元
一
「
《
法
》
《
社
会
像
》
《
民
主
主
義
》
(
五
・
完
)
1
1
フ

ラ
ン
ス
憲
法
思
想
史
研
究
へ
の
一
視
角
|
|
」
国
家
学
会
雑
誌
一

O
七
巻
九
・
一

O
号
一
九
九
四
年
一
六
七
頁
註
(2)
参
照
。

水
波
朗
『
ト
マ
ス
主
義
の
憲
法
学
』
一
九
八
七
年
一
三
三
頁
、
山
元
・
前
掲
論
文
註
(
印
)
、
一
六
七
頁
註
(
2
)
、
お
よ
び
棲
井
陽
二
『
ピ
ユ
ル
ド
!
の
政
治
学
原
理
』
ニ

O
O七
年
三
一
一
頁
。

そ
の
結
果
、
ピ
ユ
ル
ド
l
は
「
オ
l
リ
ウ
の
後
継
者
と
目
さ
れ
る
」
(
小
島
慎
司
「
近
代
国
家
の
確
立
と
制
度
体
の
自
由
(
一
一
)
|
l
モ
l
リ
ス
・
オ
l
リ
ウ
「
公
法
原
理
』
第
二
版
に
お
け

る
修
道
会
教
育
規
制
法
律
へ
の
批
判
の
分
析
|
|
」
国
家
学
会
雑
誌
二
二
巻
五
・
六
号

=
o
O八
年
一
二
五
頁
註
(
凶
)
。
さ
ら
に
、
。
問
。
回
孟
母
国

g
E・
4
a『
voo---zsaSEES-

hu立
さ
雪
伯
母
号
a
H
H
E
E
F
5
5
(『愈
PNCHS.
事
-mi罰)
。

(
日
)
芦
部
・
前
掲
書
註
(6)
、
二

O
頁。

(
位
)
同
右
・
二
五
頁
。

(
邸
)
同
右
・
二
五
l

二
六
頁
。
さ
ら
に
、
渡
謹
・
前
掲
骨
註
(
4
)
、
一
五
l

一
九
頁
も
参
照
。

(
制
)
山
元
一
「
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
憲
法
制
定
権
力
」
論
の
復
権
|
|
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ポ
l
の
『
国
家
権
力
論
』
を
中
心
に
l
l
」
法
政
理
論
二
九
巻
三
号
一
九
九
七
年
二
六
頁
。

(
邸
)
同
右
。
さ
ら
に
、

a
E
3
0
E
ロ
S
2
0
冨
色

goa-ng三
室
帆

g
b
E
3
5
5
3
§
・5
§
h・h
E・R
・E・
5NN(『怠
p
g
N
)・
3
・m宏
1
8
m
g
g
H∞
・
そ
の
例
外
は
オ
l
リ
ウ

で
あ
る

(
5
E
g
E
E
o
F
望
号
@
号

§
8
3
E
S
R
S
S
F
N
よ
P
S
N申
(
『
怠

p
g
m
)・
8
・以∞

INS・
さ
ら
に
、
。
同
・

0
信
託
角
田

g
z
p
ト

swagnHge
島
町
時

-EFHSゆ・

3
・
品
会
ム

g)。

(
侃
)
回
・

N
S
F
S言
。
き
宮

(
N
S
L
g
p
∞
-H・

(
釘
)
同
条
に
よ
れ
ば
、
代
議
院
と
元
老
院
が
別
々
に
憲
法
改
正
が
必
要
で
あ
る
旨
を
絶
対
多
数
で
議
決
し
た
後
、
両
議
院
が
合
同
し
て
国
民
議
会
を
構
成
し
、
国
民
議
会
が
絶
対
多
数
に
よ
っ
て
憲

法
改
正
を
行
う
。

(
飴
)
只
〉
昏
雪
R
P
E
O
E
-
h皆、
s
g
e
号

号

S
S
E
E
Sさ
sh・専門恒三
s
a
s
s
-
B
λ
印
冊
。

P
H
g
u・
3
・由
3
・S
O
L臥
Oロ
ロ
高
島
・
平
良
軒
、
母
丸
三

h
n
s
g
h
E
5
gま
FNよ
P

骨・同月

S
N
P
3・切
ω∞
1m怠
山
田
・
白
書
臥
母
冨
包

g
a・
8
言
。

SE(mm)・
害

-gωIguu
』
gey-回
同
窓

-
o
Z
E
E巳
EON-
手
門
制
定
号
号

S

S昼
食
邑
sash-850EOE--

5
8・
3
・∞

8
1沼
町
一
回

a
g
o
E
g
o
-
平
良
忠
母

hHE刷、。
s
s
s
舎
の

E
E
a
H
Mぬる
S
S判
官
守

pmos--SN品
(as--E∞匂)・
3
・N吋l
包
・
こ
こ
で
は
、
エ
ス
マ
ン
(
同
窓

5
8
E

号

RH3札"の
s
a
s
a
s
a
s
h
-
5
8
)
以
前
の
第
三
共
和
制
下
の
憲
法
学
は
対
象
と
し
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
論
じ
る
機
会
を
も
ち
た
い
。

(ω)
の
円
。

g
a
g
回戸

Eos-zpbpnos-E
ヨo
n
a
o
g臥
号
冨
向
島

eoaト
s
E許

S
M
S
E
e
s
号

官

S
守
豆
、
ぬ
き
忌
足
。
・

5ω
日

(
a
E・・
5宏)・

8
・〈回目

1民
一
白

g
a
g
回
目
色

0
2・

同
省
一
句

oa
門戸
o
p
a
含
冨
包

z
a
p
s
p
E江
o
e
z
戸O
F
3
E
D
g
a
g
回
目

a
g
F
同
町
三
宮
号
守
一

a
h
g
a
s
h
s
a
s
h
a
aぬ
匂

a
s
g
B
h笠
宮

R
N
O戸・句・
8
∞
・
さ
ら
に
、
旦

な
B
E
E
S
E
-
d
g
a
g
回
号

S
O
B
S
-
d
z
s
E広
志
宮
田

o
g
R
a
o
z
z
s
o
C
H
(色
町
・
)
・
宮
、

s
e包
HashaH
含
S
E
5
3
号

Q
Sミ
a
回
SSSR-HSω
・
事
・
?
?
』
命
自

宅
島
田

0・
6
0
o
a
g
回巳円

M
g
g
v
m
R
g宮
尾
町
宮
回
・

9
8
Z
Z
E
(骨
-
y
g旬、
9
5
E
(自由)・
3
・5
1
5・

(
初
)
ピ
ユ
ル
ド
l
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
棲
井
・
前
掲
書
註
(
印
)
、
二
ニ
l

一
四
頁
参
照
。

(n)
ラ
フ
ェ
リ
エ
l
ル
に
つ
い
て
は
、
の
ご
忌

g
E
o
E
Z・ミ
s
s
z
a
号

s
g
a
s
-ど
書
送
還

FNよ
p・
5
s
h
Z怠
tam
一
-OBSo--"
の
Oロ
Z
E
o
n
o
g
E
E巴
o
g
e
r・
8
2
5
z

59 (
印
)



(η) 

(
刀
)
(
日
)

2
8
至。
E
g
司
自
8
3・
E
g
o
E
母
O
R
匂

CEn・
5
怠・

山
元
・
前
掲
論
文
註
(
似
て
三
三
頁
註
(
初
)
。

前
掲
拙
著
註

(8)
、
第
三
章
第
四
節
=
参
照
。

。・回戸

Egg-gw還
さ
芯

(
m
p
同

aRa--定
志
向
窓
S
，S
号
宮
基
託
宮
司
刊
号
臼
守
討
の
SN
句"をきおおお
-
S
S
号
。
止
、
。
削
除

q
h可
aSRHな)・
3
・
日
中
N
H
E
N
印
・
問
骨
は
ロ
ッ
シ
賞
の
受
賞

作
で
あ
る
。
ロ
ッ
シ
賞
市
長
田

oE)
と
は
、
ロ
ッ
シ
婦
人
の
パ
リ
大
学
法
学
部
に
対
す
る
遺
贈
に
も
と
づ
い
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
毎
年
民
法
部
門
と
憲
法
部
門
で
公
募
さ
れ
た

作
品
の
中
か
ら
優
れ
た
も
の
に
贈
ら
れ
た
。
憲
法
部
門
は
議
院
内
閣
制
の
理
論
的
発
展
に
貢
献
し
た
と
い
わ
れ
る

(
E
Z
E
E宮
ト
号
。

ξ
軌
道
ユ
ミ
金
S
B
S菖
S
E
3
3

可
否
言
。
(
昆
工
1
昆
誌
)
・
N
g
N
・

3
・吋
l

∞
)
。
ロ
ッ
シ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
禦
明
期
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学

l
l
ベ
ッ
レ
グ
リ
I
ノ
・
ロ
ッ
シ
を
中
心
に

l
l
」
龍
谷
紀
要
二
九
巻
一
号
二

O

O
七
年
参
照
。

(
花
)

(
花
)

(
打
)

(
沼
)

ピO:J ~ p 
ュs:註 E
ル二ニヌ

「さ量P
はふ 包

雲N i 
型き
品官
権

ウ~
愈思
法 s
改札

正 fE
禁ミ
と主F

E 5 
界号
的官
な司
(き
(!)孟

53  
E g 
&. .E' O 
己 g・
0 、 、
横 g
/.J ぇ-
k 民

主 5
脅ミ
さ別

れ s
てR.

5 E 
と 7電

器 ミ
し、
て g
い古
るど
が~

司3

Z 宮
原
因

'つ
u、
て
は

の

g 
句
切

ffi 

(
乃
)

(
加
)

(
剖
)

(
但
)

(
お
)

(
倒
)

(
筋
)

(
部
)

(
釘
)

(
邸
)

ー∞∞・
包
&
・
・
匂
・
芯
-

H
守
札

a・・同
Y
∞]{・

8&--。・

5
・

包
定
・
・
宅
・
芯
1
8
・

3
定・・。・

R

前
掲
拙
著
註

(8)
、
第
三
章
第
二
節
二
参
照
。

同
右
・
一
三
一

-7=二
四
頁
註
(
却
)
参
照
。

(
的
)

(
卯
)

(
引
)

出走・・目
u
・
s-

ピ
ユ
ル
ド
ー
に
よ
れ
ば
、
「
憲
法
改
正
権
と
は
、
法
秩
序
を
と
お
し
て
考
察
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
で
あ
る
」
(
$
註
-w
聞
こ
と
。

そ
れ
故
、
ピ
ユ
ル
ド
l
は
憲
法
の
規
定
に
反
す
る
憲
法
慣
習
の
存
在
を
認
め
な
い
(
$
定
4

匂
-
N
∞
N
)
が
、
第
三
共
和
制
憲
法
の
簡
潔
さ
に
か
ん
が
み
制
定
法
に
対
す
る
慣
習
の
補
完
性
ま
で
は

否
定
し
な
い
(
$
&
-
h
・
お
ω)
。

与&・・

3
・
N
S
I
N
S
-

旨&・・

3
・
N
g
』腿恥-

B
&
-
h
-
N
8
・

制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権

(
時
本
)

九



龍
谷
紀
要

第
三
三
巻
(
二

o=乙
第
ご
号

二
O

(
犯
)

(
m
m
)
 

(
斜
)

旨
&
・
・
司
・
包
申
・

。同・

4he札h
H

・・旬開
y
N埠
m
t
N
ゆ吋・

与
定

--EV--ω82ω
日吋

1ω
戸
∞
・
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
確
信
は
政
治
的
確
信
で
あ
り
、
第
三
共
和
制
下
の
憲
法
改
正
無
限
界
説
に
立
つ
多
く
の
論
者
も
こ
の
確
信
を
共
有
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で

あ
る
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
そ
の
一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
(
芦
部
・
前
掲
書
註

(
6
)
、
五
六
頁
、
お
よ
び
山
元
・
前
掲
論
文
註
(
似
て
一
三
一
了
三
四
頁
註
(
初
)
)
パ
ル
テ
ル
ミ
ー
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
彼
の
場
合
、
こ
の
確
信
が
な
け
れ
ば
、
彼
の
理
性
主
権
論

u
自
然
法
論
(
前
掲
拙
著
註

(8)
、
一
五
一
頁
参
照
)
か
ら
す
れ
ば
、
限
界
説
に
与
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

が
予
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
な
円
』
・
白
胃
吾
S
E
弓

EMU-巴
EON-EHusg言

(g)・
8
・∞

8
1
S吋
)
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
法
理
論
と
し
て
の
法
実
証
主
義
と
、
第
三
共
和
制
憲
法
の
存
在

を
前
提
と
し
て
議
論
す
る
と
い
う
意
味
で
の
法
実
証
主
義
と
を
分
け
た
場
合
、
彼
を
法
実
証
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
後
者
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
、
確
認
す
べ
き
は
一

九
二

0
年
代
か
ら
一
九
三

0
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
界
に
お
い
て
、
芦
部
信
喜
の
捉
え
方
(
七
頁
)
と
は
裏
腹
に
、
前
者
が
主
流
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
前
掲
拙
著

註

(8)
、
第
三
章
第
一
節
一
参
照
)
。
た
だ
し
、
一
九
三

0
年
代
に
な
る
と
、
ワ
リ
l
ヌ
、
カ
ピ
タ
ン
、
エ
ゼ
ン
マ
ン
な
ど
と
い
っ
た
若
手
の
法
実
証
主
義
者
が
台
頭
し
て
く
る
。
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a
g
国
民
営
2
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宮
、
8
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、
。
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a
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E
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R
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S
E
R
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-
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号
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汽

E
Z
B
o
z
-
S
M
U
S
S芯
(S)・

匂
・
窓
口

og
合
(
初
出
は
、
〉
同
一
の
冨
諸
問
内
回
。
匂

E
2
8
z
o
含

骨

o-ZF向
田

omong-o恒三
E
島

aco--由
ω吋
)
・
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ピ
ユ
ル
ド
ー
に
よ
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
の
受
容
の
仕

方
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
一
九
三

0
年
代
の
前
半
に
ピ
ユ
ル
ド
l
が
ケ
ル
ゼ
ン
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
ピ
ユ
ル
ド
l
が
自
然
法
論
に
転

向
し
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
論
者
は
ピ
ユ
ル
ド
l
を
「
か
り
そ
め
な

g
a
o可
。
)
の
ケ
ル
ゼ
ニ
ア
ン
」
と
い
う

Cog-冨邑
o
ロ
g
G
S
f
R早
良
ROSLEA--
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5)。

の・回戸
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日
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亀
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回
ミ
号

g・
ト
句
、

shg札、・
5
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3
・凶冨
I
H
S
-
標
井
・
前
掲
書
註

(ω)、
三
三
八
l
三
四
一
頁
参
照
。

ピ
ユ
ル
ド
ー
に
よ
れ
ば
、
註
釈
学
派
の
衰
退
、
自
然
法
論
の
復
活
、
さ
ら
に
社
会
学
の
台
頭
に
よ
っ
て
実
定
法
と
自
然
法
の
対
立
が
激
化
し
お
・
回
戸

Masc-ω
吾
E
E
o
z
s
e・
8
・会

1怠
て

さ
ま
ざ
ま
な
方
法
に
よ
っ
て
両
者
の
妥
協
が
模
索
さ
れ
て
き
た
が
、
彼
は
こ
れ
ら
の
う
ち
の
い
ず
れ
も
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う

G-S)。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
彼
に

周
有
も
の
で
は
な
く
、
本
稿
催
者
が
関
心
を
有
す
る
の
は
、
彼
が
法
実
証
主
義
を
放
棄
し
た
理
由
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
彼
が
法
実
証
主
義
を
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
原
因
で

あ
る
。

(
m
w
)
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鉛
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(
旬
)

(
鈎
)

(
即
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(
肌
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問
)

(
問
)

(
胤
)

『
比
較
憲
法
[
全
訂
第
三
版
〕
』
一
九
九
二
年
一
五
=
了
一
五
回
頁
参
照
。

白
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回
日
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p

g買
お
き
E
s
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-
-
N・

日
間
F
E
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S
-
E
H
u
s
g旨
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水
波
・
前
掲
書
註
(
印
)
、
一
三
四
l

一
三
五
頁
参
照
。

前
掲
拙
著
註

(
8
)
、
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O
八

よ

二

O
頁
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照
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初
版
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七
巻
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九
四
九

l
一
九
五
七
年
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第
三
版
全
一

O
巻
一
九
六
七

l
一
九
七
七
年
、
第
三
版
は
未
完
で
あ
り
、
第
一
巻

l
第
六
巻
一
九
八

O
l
一
九
八
七
年
お
よ
び
第
一

O
巻
一
九
八
六

年
。
『
政
治
権
力
と
国
家
』
を
具
体
化
し
た
の
が
『
政
治
学
汎
論
』
の
初
版
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
後
者
を
要
約
し
た
の
が
『
政
治
学
の
方
法
(
ミ
S
ぎ
号
号
宮
句

a
g足
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s尽
ぬ
)
』
一
九
五
九
年
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
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ポ
ナ
l
ル
に
よ
れ
ば
、
実
定
憲
法
が
存
在
し
な
い
国
家
創
設
時
に
行
使
さ
れ
る
の
が
始
原

的
憲
法
制
定
権
力
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
は
実
定
憲
法
の
存
在
を
前
提
に
し
て
そ
れ
を
改
正
す
る
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に
行
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さ
れ
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(
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ル
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憲
法
制
定
植
の
法
理
』
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九
八
八
年
一
七
四

頁
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照
。
第
ご
次
世
界
大
戦
後
の
憲
法
の
教
科
書
あ
る
い
は
体
系
書
(
も
ち
ろ
ん
、
ピ
ユ
ル
ド
!
の
そ
れ
を
除
く
)
の
う
ち
、
多
く
は
派
生
的
憲
法
制
定
権
力
と
い
う
用
語
(
註
(
山
)
参
照
)

を
用
い
、
制
度
化
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
と
い
う
用
語
を
用
い
る
の
は
少
数
派
に
と
ど
ま
る
(
回
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な
お
、
わ
が
国
の
憲
法
学
界
に
は
「
法

制
度
化
さ
れ
た
制
憲
権
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
論
者
(
阪
本
昌
成
『
憲
法
理
論
I
』
一
九
九
三
年
一
一
四
頁
(
第
三
版
一
九
九
九
年
二
一
五
頁
)
。
そ
れ
に
追
臨
す
る
論
者
と
し
て
佐
藤
幸

治
『
日
本
国
憲
法
論
』
二

O
一
一
年
三
九
頁
)
が
存
在
す
る
が
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こ
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場
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、
「
法
制
度
化
さ
れ
た
」
と
い
う
表
現
が
ポ
ナ
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ル
・
ピ
ユ
ル
ド
l
↓
芦
部
信
喜
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い
う
「
制
度
化
さ
れ
た
」
と
い

う
表
現
と
の
関
係
で
特
別
な
意
味
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
の
用
語
(
法
制
度
)
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
を
不
用
意
に
用
い
る
べ
き
で
は
な

い
。
ポ
ナ
l
ル
や
ピ
ユ
ル
ド
ー
が
こ
の
よ
う
な
懇
意
的
な
用
語
に
反
対
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
(
も
っ
と
も
、
こ
の
用
蹄
を
ど
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
す
る
の
か
、
本
稿

錯
者
に
は
思
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つ
か
な
い
)
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憲
法
制
定
権
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い
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お
・
回
目
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g
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S
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9
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L
Z
S・)ゐ
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g
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が
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派
生
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憲
法
制
定
栂
力
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い
う
表
現
を
用
い
る
論
者
で
あ
れ
ば
自
ら
の
師
で
あ
る
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ

l
ル
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
前
掲
拙
著
註
(
8
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、
二
三
二
頁
参
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113 112 111 
、--、--、--
。
-
E
E
g
g
-
S同
u
g
s宮
(
H
S
L
Z
E・)・
3
・N
S
E
N
H
N
一
芯
ヨ
⑪
ヨ

0・
E
M
U
S
S言
(H8・
ωよ
P
)
・
宅

-
H
8
2
5吋
・
さ
ら
に
、
渡
遁
・
前
掲
書
註
(
4
)
、
二
六
l

二
七
頁
も
参
照
。

白
・
回
日
号
戸
程
、
せ
ぬ
き
言

2
8・
ー
『
よ

p
y
p
N
S
u
s
aヨ
0・
き
も
せ

Q
S電
(HO∞・
ωよ
&
・

)
b・5
a・

。・回戸

E
o
s
-
E可
9
8旨
2
8・
H
S
E・)・

8
・NHHINHNLOEbヨ
0・
8
司
9
8
E
2
8・
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始
原
的
憲
法
制
定
権
力
と
鑑
法
改
正
棺
の
こ
の
よ
う
な
関
係
の
中
に
、

あ
る
論
者
は
両
者
を
「
妥
協
」
さ
せ
よ
う
と
す
る
ピ
ユ
ル
ド
l
の
意
図
を
見
て
取
り
、
そ
こ
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
の
類
似
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る

(
C
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g
E
R
S耳
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(
お
)
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∞
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が
、
ピ
ユ
ル
ド
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シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
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理
論
と
い
う
点
で
、
し
た
が
っ
て
出
発
点
か
ら
ま
っ
た
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異
な
る
と
い
う
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
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し
た
が
っ
て
、
始
原
的
憲
法
制
定
権
力
が
法
的
世
界
に
取
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込
ま
れ
て
い
る
点
も
含
め
れ
ば
、
「
彼
の
理
論
の
ほ
ぼ
大
ま
か
な
姿
は
す
で
に
一
九
三

0
年
代
の
学
位
論
文
に
み
ら
れ
る
」
(
大
隈
・

(
以
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(
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憲
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)
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(
即
)
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一
五
七
頁
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(
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)
。
一
六
九
頁
も
同
旨
)
と
は
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え
な
い
(
も
っ
と
も
、
「
差
異
」
の
存
在
が
留
保
さ
れ
て
い
る
(
一
六
九
頁
お
よ
び
一
八
一
頁
註
(
必
)
。
そ
れ
に
対
し
て
、

ジ
ユ
ア
ン
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ヤ
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は
「
『
始
原
的
』
憲
法
制
定
権
力
と
『
派
生
的
』
憲
法
制
定
権
力
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と
い
う
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論
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る
憲
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憲
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憲
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憲
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・
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